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審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 平成２７年度 津市人権施策審議会 

２ 開催日時 
平成２８年３月１５日（火曜日） 

午後１時３０分から午後４時４５分まで 

３ 開催場所 本庁舎８階 大会議室Ａ 

４ 出席した者の氏名 

（津市人権施策審議会委員） 

岡本祐次、浅生幸子、青木弘志、青木幸枝、伊藤好幸、上嶋勝哉、 

金子誠子、川口節子、川本栄子、佐藤ゆかり、高鶴かほる、 

武田誠一、谷口美子、蔦啓一郎、原田朋記、韓久、堀川清 

（事務局） 

人権担当理事 南勇二    

人権課長 大川祐喜 

人権課調整・人権啓発担当主幹 伊藤英明 

人権課主査 長谷川隆一 

５ 内容 
１ 平成２６年度津市人権施策推進事業の評価について 

２ 平成２８年度津市人権施策推進計画について 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

市民部人権課人権啓発担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１６５ 

Ｅ-mail  229-3165@city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容   下記のとおり 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南人権担当理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただ今から平成27年度津

市人権施策審議会を開催させていただきます。本日は、大変お忙しい中、ご

参集いただきまして誠にありがとうございます。また、本年度の開催が年度

末の３月となり、遅くなりましたことをお詫び申し上げます。議事に入るま

での進行役を務めさせていただきます、人権課の伊藤でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。なお、本審議会につきましては、津市情報公開

条例第22条及び第23条の規定に基づき、公開となります。ご了解いただきま

すようお願いいたします。開会に当たりまして、南人権担当理事がご挨拶を

申し上げます。 

 

皆さん、こんにちは、人権担当理事の南でございます。よろしくお願いし

ます。皆様方にはお忙しいところお集まりいただきましてありがとうござい

ます。先程司会からも申し上げましたが、審議会がこのような時期になりま

したことをお詫び申し上げます。 

本日ご審議をいただきます平成26年度津市人権施策推進計画進捗状況評価

書の作成にあたりまして、委員の皆様から多岐にわたり、ご提言をいただき

ました。誠にありがとうございます。併せまして、評価検討委員の皆様には、

お忙しい中、幾度もご協議をいただきましたこと、改めてお礼申し上げます。

この後、事項書に基づきまして、それぞれの立場から忌憚のないご意見をい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 当審議会の事務局をさせていただく人権課職員の自己紹介をさせていただ

きます。 

 

（事務局自己紹介） 
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事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大川人権課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、津地方法務局人権擁護課長の蔦様が、今年度、新しく審議会

委員となられましたので、蔦様、自己紹介をお願いします。 

 

（蔦委員 自己紹介） 

 

それでは、審議に入ります前に、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

まず、第１に、本日の事項書、第２に、平成26年度津市人権施策推進計画

進捗状況評価書案、３番目に、平成26年度津市人権施策推進事業進捗状況評

価表、第４に、平成26年度・平成25年度津市人権施策推進事業比較表、第５

に、平成27年度津市人権施策推進計画、第６に、平成28年度津市人権施策推

進計画案、第７に、平成28年度・平成27年度の津市人権施策事業比較表、第

８に、平成27年度評価検討委員班編成表、最後に、座席表、以上でございま

す。事前に送付させていただいた資料もありますので、ご確認をいただき、

もし、ないようでしたら申し出ていただければと思います。資料が大変多く

て申し訳ございません。途中でお気づきになられましたらお申しつけくださ

い。本日、川井委員・向井委員は所用のため、ご欠席の連絡をいただいてお

ります。辻岡委員、金子委員につきましては、まだお見えになっていらっし

ゃいませんが、ただ今、審議会委員20名中16名のご出席をいただいておりま

すので、人権が尊重される津市をつくる条例第11条第２項の規定により、本

審議会は成立しておりますことを報告させていただきます 

それでは、事項書に従いまして、岡本会長からご挨拶をいただき、その後、 

人権が尊重される津市をつくる条例第11条に基づき、岡本会長に議事進行を

よろしくお願いします。 

 

お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。この会は、

年に一度になっていまして、本来もう少し早い時期に開くべきだったと思い

ますけども、慎重に資料を検討いただいて、今になったということでござい

ます。事務局のほうからお断りがありましたが、私のほうからもお断りをし

ておきたいと思います。これから、特に、たくさん資料をもらっていますけ

れども、まず、平成26年度津市人権施策推進計画進捗状況評価書案というの

がありますが、これをご覧いただきながら、こちらのほうから入っていって、

さらに、28年度の計画に移っていくという流れで会議を進めてまいりますの

で、最後までよろしくご協力をいただきますようにお願いをいたします。 

それでは、最初に本日までの平成26年度津市人権施策推進計画進捗状況評

価書案作成までの経過を事務局から報告いただくことにしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

改めまして、皆様、こんにちは。本日はご多用のところ、本審議会にご参

集いただきまして、誠にありがとうございます。 

 先ほども、理事の挨拶でお話がありましたように、本審議会の開催がこの

時期になりましたことを深くお詫び申し上げます。 

例年、年１回、11月頃に、本審議会を開催し、前年度の津市人権施策推進

計画 進捗状況評価書案の審議をいただいておりますが、平成25年度に推進計

画の期間期間が満了する際、本審議会から、５年計画では実情に応じた事務

事業を評価することができないとのご意見をいただいたことから、平成26年

度計画から単年度計画にさせていただいたところでございます。 

しかしながら、年１回の審議会では、事業の評価をしていただく機会のみ

になっていましたことから、来年度からは、11月ないし12月に前年度の事業

評価をしていただき、評価書を関係部局に提示しまして、それを参考にしな
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岡本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がら、新たな事業計画を策定して、翌年２月、３月頃に翌年度の事業計画案

としてご提示させていただく。その計画案を見ていただいて、次の年度に進

んでいきたいと考えています。今回、28年度計画案という形でご提示させて

いただきましたが、至らない点もあるかと思います。皆様からご意見をいた

だいて、４月１日からの計画で日がないところではございますが、２週間ほ

どお時間を取らせていただいて、ご意見を担当部局に渡し、計画に反映でき

るものは反映して、会長、副会長に修正案を見ていただいて、次の計画とし

て進めていきたいと考えています。 

それでは、平成26年度津市人権施策推進計画進捗状況評価書案の作成まで

の経過につきまして、ご説明申し上げます。着座での説明をお許しいただき

たいと思います。まず、この平成27年４月に、人権課におきまして、平成26

年度に本市で実施しました人権に関する事業の進捗につきまして、関係部局

に調査を実施し、その結果を５月に委員の皆様に送付させていただきました。 

その後、委員の皆様からいただきました事業内容についてのご質問及びご

提言について、６月に関係部局からの回答を取りまとめました。 

そして、取りまとめましたものを評価検討委員の皆様に、７月から８月に

かけて、班ごとに６回から７回、合計20回、評価検討委員会を開催し、検討

いただきました。評価検討委員会による個々の事業の評価につきましては、

Ａ３判の表になりますが、平成26年度津市人権施策推進事業進捗状況評価表

として、先日、皆様に送付させていただいたところです。この事業進捗状況

評価表を基に、評価検討委員の皆様には、それぞれの施策別の評価・提言を

まとめていただきました。 

今年度は、岡本会長、浅生副会長に、評価検討委員会ともに検討いただき、

各班が施策分類ごとの評価ランク、取組の評価と、今後の取組について作成

していただきました。その後、岡本会長、浅生副会長には総合的な評価・提

言の原案を作成いただき、それらをまとめいだきましたものが、お手元の、

平成26年度津市人権施策推進計画進捗状況評価書案でございます。 

本日の審議会におきましては、この評価書案を皆様に再度ご審議いただき、

津市人権施策審議会による平成26年度津市人権施策推進計画進捗状況評価書

として、取りまとめていただきます。 

なお、この評価書案の１ページから２ページの平成26年度の人権に関する

施策の取組状況についてにつきましては、本市の各課が実施しました施策で

ございますので、人権課でまとめて記述いたしました。本日は、３ページの

２、総合的な評価・提言から最後までご審議いただき、平成26年度津市人権

施策推進計画進捗状況評価書としてまとめていただきますようお願いいたし

ます。経過報告は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

 

どうもありがとうございました。たくさんに報告いただくことがありまし

たので、やり方が変わってきているということを、まず初めに報告いただき

ました。それにのっとって新しい方向づけをして進めてきたというようなこ

とで報告がありました。そういう方向性にのっとり評価が進められます。人

権課の評価・点検は、ほかの評価・点検と違っています。計画を１年ずつ立

てて進めていくと、ある審議会では５年間の計画を立てて、どのように進ん

できたかを見ていくということであります。皆さんのご意見も反映して、新

しい方向を出したということですから、それにのっとって出てきた評価を

我々は点検させていただくということになります。以後、そういう形で、３

ページにありましたように、総合的な評価・点検から審議をしてくださいと

いうことでありますが、この総合的な評価・点検は、５ページを見ていただ



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷口委員 

 

 

 

 

 

 

岡本会長 

 

 

 

韓委員 

 

岡本会長 

 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きますと、３、施策別の評価・点検があります。個別の提言、進捗状況をま

とめていただいたものが載っていますので、１つずつ意見をいただきながら

進めたいと思います。その後、３ページに戻って、総括してまとめをしてい

きたいと思います。 

 早速、審議に入っていきたいと思います。最初は、人権啓発の推進になっ

ています。これは、基本施策であります。評価ランクがＣ、ある程度進んだ

となっておるわけでございます。どのように取り組まれたか、これをまず評

価して、今後の取組について提言をしていただくというということになって

います。そこから入っていきますが、ここを担当していただいたのは、谷口

委員、韓委員です。お二人に取りまとめていただいて、そこに評価をしてい

ただいてありますが、まず、その評価・提言についても併せて、できればお

二人のどちらか、あるいは、両者で結構ですので、これにコメントを付けて

いただいて、皆さんのご意見をいただくというようにしたいと思います。 

 この評価書案については、事前にお送りしてもらっていますね。したがっ

て、ご覧いただいていると思いますので、いつものように評価を読むことは

やめておきまして、コメントから入っていきたいと思います。それでは、お

願いします。 

 

人権啓発につきましては、非常に地域の取組が根付いて行われているのが

現状です。それについては、現場で携わっていただいている方々は、努力を

されて、継続して地域を取り込む取組として考えて取り組まれている現状が

見えてきます。ただ、提言に書かせていただいたように、地域と関係を持た

ない人が増えてきた中で、その人たちに対する情報発信、啓発というところ

では、まだまだ工夫は必要かなと感じました。 

 

 したがって、今、最後に言っていただいたように、今後の方向もコメント

をしていただきました。 

 韓さん何か加えていただくことはありませんか。 

 

 捉え方の違いが見受けられるかなと感じました。 

 

 皆さんいかがでございますか。今、簡単に主なところを報告いただいたわ

けですけれども、ご意見等があれば、お出しいただきたいと思います。 

 これはＣランクになっています。ある程度進んだということです。このラ

ンクも含めてお考えいただきたいと思います。 

 

 まずは、会長、副会長、それから検討委員の皆さんがまとめられたこと、

大変時間の短い中でここまでまとめていただいたことに、敬意を表したいと

思います。最初の人権啓発の推進のところで、私が一つ気になったのが、先

ほども谷口委員からもお話がありましたように、地域との関係を持たない人

が増えてきているということですが、昨今、介護も含めて、ますます地域に

コミュニティを持っていかなければならない状況に来ている中で、大変大事

なことだと思うんです。地域と関係を持たない人に情報発信していくという

ことで検討を加えていくべきだと評価していただいたわけですが、先ほど、

大川課長からお話ありましたように、少し今までの流れと違うように変えて

いきたいとのことで、大変ありがたいことではございますが、26年度にやっ

たことを今評価して、実は28年度の予算には反映されないんです。折角、津

市が、たとえば、ホームページの改善もしていて、４月から新しいホームペ

ージが載ろうとしている。そういうところに、情報を発信していこうとする
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岡本会長 

 

大川人権課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、もう１年遅いんです。そういうところからいくと、予算取りも考えれば、

たとえば、５月、６月頃に、27年度の評価がされたときには、その時には、

次の年の予算も含めてご検討をしていただければありがたいと思います。ま

すますこれから、地域の自治会というより、もう少し小さいコミュニティを

大事にしていく必要があると思いますので、ここのところを是非検討してい

ただければと思います。 

 

 事務局のほうからどうぞ。 

 

 貴重なご意見ありがとうございます。私どももその点はタイムラグがある

と感じています。先ほども11月に評価をしていただいて、新しい年度に向け

て、その評価を参考にしながら計画を作っていくと申し上げました。しかし、

予算の反映となってきますと、なかなか難しいところがございます。ここで

のご提言やご意見は、一度、関係各課に投げかけ回答を受けていますが、そ

の中でそれぞれ気づきがあると思います。そこで、前向きに考えるなどご提

言をいただきわかってくることもあります。時間に制約がある中ですが、今

までのような５年計画の中では、次の計画に入れ込めなかった事務事業を、

１年計画にし、評価いただき、計画へと展開していくことで、新たな形でス

タートが切れるのではないかと思います。少しでも時間が短縮できる方法が

あるか今後検討していきたいと思いますし、できるだけ予算も施策のほうへ

反映できる方法も検討していきたいと思います。 

 

 事業年度が３月までとなることから、計画への反映が１年ずつ遅れてきて

いるということです。これは、他の部局も同じで、それぞれこのような評価・

点検をされていますが、遅れてきているわけで、そこらは、いろいろな意見

が出てきているわけですから、事務局はそれを掌握することはできるので、

予算に反映していくというのは、可能だろうとは思いますが、できれば、伊

藤委員がおっしゃったように、この評価が予算の裏付けになればいいという

ことです。その努力をしていただきたいと思います。よろしく頼みます。 

 ほかに何か。よろしいでしょうか。項目がたくさんありますので、なけれ

ば評価も含めて、取組の評価と今後の取組の提言については、人権啓発の推

進に関するかぎり、これをお認めいただくということでよろしいですか。 

 はい、ありがとうございます。それでは、次に進めさせていただきます。 

６ページを開けてください。人権教育の推進であります。ここは、評価ラン

クはＢと、進んだという評価をいただいています。川口委員と川井委員に担

当をしていただきました。川井委員は欠席ですので、川口委員お願いします。 

 

 評価番号38番から54番までの17事業が人権教育の推進でございます。人権

教育の推進は、昨年度もＢを付けさせていただいています。なぜ、Ｂなのか

と申し上げますと、いただいた資料等に私たちが提言や質問したところに丁

寧に次の年に回答が返ってくるところを評価いたしました。それから、前か

らの問題点を素直に書いていただいて、それに対して真摯に努力されている

様子も見受けられましたので、今年もＢということです。来年度もＢかどう

かは、１年間見せていただいて、再評価をさせていただきたいと思います。 

 今回の取組ですが、上段に書かせていただいた中学生意見交換会に対して

県外交流会を前からしたいと申し出がありまして、実施していただきました。

それによって新しい課題で考えることができたということで、子どもたちに

とってはとても良い勉強になったのではないかと思います。 

新しい課題というのは、トランスジェンダーで、皆さんすでにご存じだと
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岡本会長 

 

 

 

 

 

 

上嶋委員 

 

 

 

岡本会長 

 

川口委員 

 

思いますが、体と心の性が違うという問題で、これから社会問題として大き

くなってくると思います。中学生の時代からこのことについて考えることが

今後の人権問題として随分教育上良かったのではないかなと思います。 

もう一つ、地域を誇りに思って、自己肯定感の高い子どもたちが育つ教育

をしていると。実は、自己肯定感が低くなっているのが、今の子どもたちの

問題であります。そこに着眼点を置きながら、施策を進めていただいている

ところを評価いたしました。 

次の講座企画ですが、人口減少社会の到来が地域を取り巻く環境が大きく

変化している中、地域を支える人材の育成や地域力を高める取組を期待する

と書かせていただきました。ここは、講座等で地域の人たちに対しての人権

力を高めるような講演とか、話し合いとかを持っていただいておりまして、

先ほど伊藤委員からご指摘のありました地域の人たちが支え合う力を持つべ

きかなと考えておりますので、これも評価させていただきました。 

 それからネットモラルに関する問題ですが、学生達は本当にネットをたく

さん利用しております。そのようなことに関しても学校教育の中で、人権教

育として取り上げていることは、今後の取組に期待したいと思います。 

 それから、いちいち報告させていただきますと、10分も20分もかかってし

ましますので、簡単にまとめをさせていただきますと、さまざまな事業が展

開されていますが、ほとんどの事業が人権教育の重要性に触れて、人権教育・

啓発を総合的かつ計画的に推進されていることを評価いたしました。 

今後の取組についての提言ですが、人権教育を推進する上で次の３つが課

題として挙がられるといたしました。基盤となる人権意識の確立、さまざま

な差別問題、人権侵害の解消、教育上の格差の解消と差別意識の払拭。これ

は本当に学校教育の中だけではなくて人権問題全体の問題でありますが、子

どもの人格や人権の確立は学校教育が基盤になってきますので、これらの解

決をめざして盛んにフィールドワークと振り返りが行われ効果を上げている

ところは評価させていただいています。 

また、市民に対する人権教育の推進においても、この方法を取り入れては

どうかと提案させていただきました。 

それから、講演会開催の際、参加者とともに振り返りを行い、次への取組

に活かしてはどうかと。講演会といいますと１回開くとそれで終わりになっ

てしまうことが多いので、貴重な時間と予算を使っていますので、振り返り

というのは大事ではないかと思います。以上でございます。 

 

 ありがとうございました。 

 最後、７、８行、まとめと今後の取組についての提言と、うまく表記方法

も考えていただいて理解しやすいようにしてもらっています。説明いただい

たように、総合的に見ると、評価はＢということであります。さて、ご意見、

質問等があれば、ご発言ください。いかがですか。上嶋委員、何かありませ

んか。 

 

 勉強不足でわからないことがあるのですが、小中一貫教育の中で９年間の

関わりの部分と人権とのかみ合いというのがどういうところに視点が置かれ

ているのか教えていただけばと思います。 

 

 川口委員としては移管されるところに意味があると。 

 

 南ヶ丘小学校、中学校がございますけれども、その取組についてきちんと

報告を受けて各学校に広めていくことが大切と思います。 
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川口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小・中学校単位で人権の取組をなされていますが、小中が一緒になる中で、

地域との新たな関わり方も出てくると思います。子どもたちの教育もそうで

すが、地域を交えた取組についても新たな展開を図っていく必要があるとい

うことで課題があると思います。その中でいろいろと検討がなされていると

思います。 

 

先に送られてある評価の流れをみていただいてもわかると思います。一貫

教育というのは、津市の特徴としてこれから、そこを生かしていこうとする

ものです。今は美里で実際取組がなされているわけです。段々と全体をそう

いうふうにすると。そこに津市の中等教育、このあたりに意味づけがあると

いうようなことで、それをうまく生かしてほしいと思います。 

 先ほど、伊藤委員がおっしゃったように、自治会よりももっと小さなコミ

ュニティというような、早く言えば、向こう三軒両隣を中心にして、やって

いくということです。教育委員会がよく言われるのは、家庭と地域と学校と

が三位一体となって、子どもの教育をしていく。その中で、人権がどのよう

に扱われるか。このような問題になってくるかと思います。確かに扱いやす

いのかもしれません。 

 それから、一貫教育のＡ校とＢ校の交流、連携です。これも力を入れて、

固まってしまわずに、他のところも意見を聞いて、うまく融合させていくと

いう方向づけをされているようです。それがいい方向に向かっていけばと私

は思っています。 

 ほかに、何かございませんか。 

 それでは、非常に読みやすく書いていただいていますし、それぞれの事業

についての評価をしていただいて、まとめ。そして、今後の方向を示してい

ただいていますが、ここは、評価ランクＢというようなことで、評価をして

いただきました。 

 これでよろしいですか。 

 

 同じ審議委員としてＢという評価を付ける。この中でＢを付けられたのは、

これだけだと思います。教育の推進に関して、私たちが受け持った中で、Ｂ

を付ける感覚が 審議委員の中でも、どうしたら上に上げられるのかという

問題を提議しながら話し合いをしたのですが、Ｂに持って行った一つのガイ

ドラインがどこにあったのか教えてもらいたいのですが、よろしいでしょう

か。 

 

 私たち、この点、この評価、学校教育、人権教育の推進を担当させていた

だきまして、最初のころはＣだったんですが、報告から見ますと、かなり努

力していることがわかると。それから、その結果、子どもたちの様子が変わ

ってきた状況を具体的に報告されている。去年は、他と比べても、同じＣで

はなくて、ＢをあげたいということでＢとしました。そのときも、川井委員

と相談したのは、Ｂをあげたら、次の年はＡかと。絶対そうではなくて、下

がればＣに下げる。お互いの同意のもとにＢを付けさせていただきました。 

 26年度の評価をさせていただきましたが、前年度よりもさらに私たちが問

題としたところを努力して改善した様子が見受けられたものですから、その

ままＢで行こうと。私が最初に報告させていただいたように、ひょっとした

らＡになるかもしれない。それは、その単年度ごとの評価ですので、このよ

うにさせていただきましたが、いかがでしょうか。 
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岡本会長 

 

韓委員 

 

川口委員 

 

岡本会長 

 

韓委員 

 

岡本会長 

 

 

 

 

 

川口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いかがでしょうか。 

 

 結局、報告の中だけの評価になりますね。 

 

 そうですね。私たちは報告だけしか資料がありませんので。 

 

 それを中心に考えなければいけませんね。 

 

 参考になります。 

 

 それでは、皆さんよろしいですか。評価ランクＢということで、ほか書い

てあることにご賛同いただけるということでよろしいでしょうか。それでは、

ご承認いただいたということにしたいと思います。ありがとうございました。 

 次の相談・支援体制の充実。ここも、川口委員、川井委員でございます。

同じような形で、評価ランクＣでありますが、説明をお願いします。 

 

55番から75番までの21本の施策の評価をさせていただきました。この中で

評価させていただいた主だったところ、昨年と違ったところを書かせていた

だいたのですが、相談・支援体制というのは、書かせていただいた後の感想

なんですが、問題が社会情勢や環境の変化で多様化されている。それから、

新たな課題がどんどん出てきている。その中で、対応ということで努力され

ていると思いました。特に、公害に関する相談においては、生活環境が本当

に変わってきていますので、これから一杯課題が出てくるだろうと。勤労者

のメンタルヘルスも最近問題になってきていますが、従来はそんなことでと

いうことが、科学的に問題であると挙げられてきていますので、相談者はも

ちろんのこと相談に対応される人たちが、十分勉強をしなければいけない事

業だと思いました。 

差別事象に関しましては、皆さんご存じのように、度々、差別事象が起こ

っています。そのことに関しても、子どもの頃からの教育とか、青年になっ

てからは講座とか、いろんなことを展開していますが、なかなか、聞いたり

見たりしたことではわかっていても、本当に心の中から賛同して納得してと

いうのが、なかなか難しい事業ではないかと川井委員と担当させていただい

たときの感想です。 

まとめに入らせていただきますと、複雑で多様化している相談・支援内容

に適切に対応するため、関係機関と連携・協力を図り、適切な窓口を紹介で

きる体制づくりに努める等、さまざまな工夫がなされているとしていますが、

これでいいのかというと、これからもいろんな問題が出てくるので、常に対

応できるように新たに考え、行動を起こして体制づくりに努めていかなけれ

ばいけないという問題があります。 

 今後の取組についての提言ですが、人権に関する相談に対して適切に対応

できるように、相談機関相互の連携が図られ、ここは重要だと思います。新

聞紙上もいろんな問題が起こっていますが、相互の連携が図られていないが

ために、いろいろな不幸な事実が起きていることもあります。ここを十分に

考えていただきたいと思います。それで、市民一人ひとりが抱える悩みや問

題について、個人情報に十分配慮して、身近で気軽に相談者の立場に立った

相談を受けられる支援体制を整える必要があると思います。それには、相談

窓口の広報と充実。どこに行けばいいのか市民がわかるということ。関係機

関とのネットワークの強化、相談体制づくりが必要と考えました。 
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 ありがとうございます。そうですね。最後に書いてもらっている広報をし

っかりさせて充実を図っていくというようなところですね。窓口がどこにあ

るのかわからないのでは困りますので、みんなに周知できるようにしていた

だくことは重要であると思います。それから、関係機関とのネットワークの

強化も非常に重要な問題であります。 

 いろいろな事業がありますが、まとめるとこのようになり、いろいろ工夫

がなされていると評価すると。しかし、先ほどと違って評価ランクはＣであ

るとのことであります。これに対して何か。はい、どうぞ。 

 

 単純な語句の問題だと思いますが、取組の評価の三つ目。外国人住民の生

活相談のところで日系アメリカ人とありますが、この表現だとアメリカ合衆

国から来た日系人のように受け取られますが、実態としては、中南米からの

日系人だと思いますので、表現を代えていただけたらと思います。 

 

 これについては担当部局に再確認します。 

 

 これにつきましては、事務局にも確認をお願いしておきます。 

 

 わかりました。 

 

 ほか、何かございませんか。なければ、これについても評価ランクＣを含

めて、ここにお示しいただいた形でご承認をいただいたことにしてよろしい

ですか。ご異議ございませんか。 

 それでは、お認めいただいたということで、次へ進めてまいります。 

 次に８ページ、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進についてであり

ます。評価ランクはＣであります。ここのところも、ご担当いただいたのは、

川口委員のところです。続けてよろしくお願いします。 

 

 76番から 101 番までの26本の事業でございます。最初、全体の報告を受け

て感じたことは、ユニバーサルデザインのまちづくり条例がございまして、

その施行前と施行後では随分変わってきていると思います。ただ、問題点は、

条例施行前の建物とか公園等の整備がなかなか進まない。報告の中には予算

の問題とか、たとえば、公園があると近隣の住民の理解が得にくいといった

報告を受けています。私も足を手術していますし、ユニバーサルデザインの

まちづくりの推進については、本当にそうしてほしいとは思いますが、たと

えば階段とか、トイレが遠くにあるというのは、大きな新しい建物は、その

ように造られておりますが、古い建物とか、小さい建物、古いコンビニ等は、

なかなか改善は進んでいません。そのあたりをこれから進めていただくこと

が課題であると思います。細かく言い出したら切りがないので、読んでいた

だいて、まとめに入らせていただきますが、ＵＤのまちづくりの推進に向け

てさまざまな事業が進められています。しかし、その効果はまだまだ十分と

言えないと。皆さんもどこかにお出かけになったときに、ユニバーサルデザ

インから考えたら、随分遅れていると思われるところがたくさんあると思い

ますが、ＵＤのまちづくりの課題に対応するために、使い手、作り手、行政

の３つがそれぞれの立場からアイデアを出し合って、検討して進めていくこ

とが望まれると思います。一方、作り手だけが納得して作ってしまうのでは

なくて、行政が考えるのではなくて、使い手の方も入れて、三者が考えて進

めていただきたいと考えます。 

 今後の取組についての提言ですが、皆さんご存じのように、阪神・淡路大
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震災、それから東日本大震災以来、防災・減災への関心が高まっています。

ＵＤのまちづくりの推進においても、安全で安心して暮らせるユニバーサル

デザインの生活圏の形成に向けたまちづくりの更なる取組が望まれるという

のが私たちの提言でございます。 

 

 ありがとうございます。川口委員、川井委員のやってくださったところは

同じような表現方法をとっていただいておりまして、取組の評価から始まっ

て、まとめが来て、そして、今後の取組についての提言となっています。 

堀川委員、このあたりご意見はございませんか。 

 

 特にはございません。 

 

 確かに書いてもらってあるようにいろいろな問題を含みながら一生懸命努

力はされている。 

 

 ただ、ユニバーサルデザインということからいくと、具体的なハードウェ

アではなくて、実はソフト的な考え方というので、直接なかなかこういうと

ころの多分評価にはならないんですけれども、当然のことながら、わかりや

すさ、そういうふうなことを頭に置いたものもユニバーサルデザインの一部

であると思います。 

 

 表現しにくいと思います。目につくのはハードのところ。それについては

改善しやすいということになります。 

 ここのところ、蓋の設置というのがありましたが、これは難しいですか。

教育外のことですが、蓋ぐらい付けていただいてもいいのかもしれません。 

 

ユニバーサルデザインの条例がどんなものか存じあげまぜんので、はっき

りとは言えませんけれども、ハード面ばかりが強調されて、本来のユニバー

サルデザインというのは住民の意識、心の中だと思います。障がいのあるな

しに関わらず、男女差関係なく、年齢も関係なく、地域でともに暮らす人た

ちが暮らしやすいところというのは、何も設備面だけでなく、意識の問題と

いうことも含めてというところでは施策的に不足があるのではないかと思い

ます。この４月から障害者差別解消法が施行されますので、そこでも合理的

配慮という言葉がありますけれども、障がい者だけが合理的配慮を受けるの

ではなく、そこに暮らしている人たち全員がお互いの立場を尊重し合ってい

くことを考えると、ユニバーサルデザインのここの部分で、もっと働きかけ

ていくことが、障がい者だけが特価されて、障がい者が逆差別みたいな言い

方をされたくないと思っています。もう少し意識改革も含めてしていただけ

ればと思います。 

 

 少しいいでしょうか。実は、これを評価するにあたっては、新しい建物と

か、公共施設なんかも見に行ってきました。そうしましたら、新しい建物は

ともかく、古い建物は足の不自由な人にとってエレベータが階段からもっと

離れたわからないところにあって、そこまで行くのが大変なんです。最近で

きた建物は、大体、階段の近いところにエレベータやエスカレータが設置さ

れているということと、トイレも、前は障がい者と健常者が分けられていた

のですが、障がい者用にも普段使ってもいいよと書いてあったり、絵の中に

妊婦さんとか高齢者とかが使ってもいいと書いてあったりするのが最近の施

設です。ところが古い施設ですと、ただ障がい者だけで、今日は疲れている
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韓委員 

から使いたいと思っても使いたい人が使えなかったりとか、高齢者の方が自

分は障がい者ではないと思っているのだけれどもつらいから使いたくても使

えなかったりするということもおばあちゃんから聞いた話ですが、そういっ

た不都合なことが、条例ができる前と後では随分違ってきていると思います。 

 

 車椅子を利用する方の便器というのは、本当はあのようなものではないん

です。そこらあたりが薄められていると思いますし、建物に１か所あればそ

れで済むと。全国の障がい者スポーツ大会が５年後に三重県で開催されます

ので、そうしますと街に出てくる障がい者の方もかなり多くなると思います。

一つ作ったらいいんだという意識を改革していかなければいけないと思いま

す。 

 

 高鶴委員のご発言というのは、次の計画に向けて扱っていく問題だと思い

ます。川口委員がしていただいたのは、事業に対する評価ですので、今後の

参考にしていただきます。 

 

 貴重なご意見をいただきましたので、今後の施策の参考にさせていただき

たいと思います。 

 

 そうですね。ほか、いかがでございますか。 

 

 まとめに、使い手、作り手、行政とありますが、当事者という言葉も入れ

ていただいてはどうでしょうか。ソフト面、ハード面のお話があったんです

が、当事者がその建物の使い勝手の意見を直接言える場がもう少しあればい

いかと、でき上がってから、ここを直してほしいとなるとなかなか難しいの

でその点も配慮いただいたらと思います。また、情報のユニバーサルデザイ

ンということで、色使いとか、字の大きさとか、障がいがあるなしにかかわ

らず、高齢の方でも字が小さいから読みづらいということもありますので、

そういうところにも配慮をしていただきたいと思います。 

 

 まとめのところに書いていただいたように、使い手を中心にして、作り手

や行政が配慮をしてということになってくると思います。 

 

 金子委員のご質問ですが、ここの使い手は当事者のことで、言葉がわかり

づらいとおっしゃるので、そのところ考えたいと思います。 

 

 金子委員、高鶴委員のご発言というのは、今後に向けて、評価する事業に

対する事業内容として組み入れてもらうとよいと思います。では、このユニ

バーサルデザインのまちづくりの推進につきましては、まとめ、今後の取組

についての提言というようなものも本当は具体的にもう少しほしいというご

意見も出ていますが、今の事業に対しては、こういうようなところにまとめ

ていただいたとおり、こういうような言葉で表現できると私は思いますので、

評価ランクＣを含めて、これもお認めいただきますでしょうか。よろしいで

すか。ありがとうございました。 

 それでは、次にまいります。市民活動の組織などとの連携の推進でありま

す。評価ランクはＣ，ある程度進んだということになっています。ここは、

谷口委員と韓委員です。どちらでも結構ですのでコメントをください。 

 

 市民活動の組織などとの連携の推進に関して３年目になりました。14項目
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岡本会長 

 

を評価させていただきまして、評価ランクはＣとさせていただきました。 

 評価ランクに関しまして、私どもの中での評価というのがありまして、取

組の評価の中にも入れさせていただいているんですが、この取組の中の取組

というのは、各組織で毎年、既存のものをやっておられるというのが多いん

です。毎年やっている事業。たとえば、この児童から高齢者を含めた各種の

研修会、講座、催事の取組、人権啓発活動、共存する住民としての外国人へ

の取組、サークル活動、補助金等、市民活動の組織などとの連携推進のため

に努力されているというのは毎年のことなんです。その開催されたすべての

事業においては、人権を伴った内容となっていることは評価しております。

５段階ある中の４をほとんど付けさせていただきました。それにおいてなぜ、

評価ランクがＣなのかということですが、谷口委員とも考えたのですが、や

っているところとやっていないところが離れすぎているのではないかと。や

っているところの評価を私たちはしたいということです。ここに書いてあり

ます河芸だとか、白山町、千里ヶ丘、毎年徐々に良くなってきています。そ

ういった取組には高評価を付けたいと思います。そして、金銭的支援をされ

ているところに対しては、その内容を再考してきださいと指摘させていただ

いていますが、この点についてはあまり考えられていなかったということも

ありますし、平均をとりますと、どうしても 3.5 または３になってしまうん

じゃないかと。そういった評価をさせていただきました。 

 この取組に関しての提言、これも毎年指摘させていただいていますが、連

携というのが、活動する側とサービスを受ける側の双方の触れ合いを最重点

に、互いが生きがいや喜びを通じて、充実感に満ちた生活を送ることを目的

としなくてはならないので、昨年度も提言させていただいていますが、その

ためには連携です。それとネットワークだと思います。ここに提言させてい

ただいたとおり、さまざまなお互いの課題もありますが、その中でも行政内

での横のつながりを特に強くして、組織同士のつながりも強くしてほしいと

考えました。この評価をさせていただいたのは、７月、８月でしたので、私

は、今年の12月に津市内の３か所の組織活動に参加して携わらせていただき

ました。白山、芸濃、美里です。各々で担当者と話をさせていただいたので

すが、来週は美里かなという返事が返ってくるんですね。今週はここでやっ

ているのを知らないのかと。内容を尋ねたところわからない。お互いすばら

しい内容をやっているんですね。しかし、それと同時に、各々の地域におけ

る課題と問題点を真摯に受けていないところが多い。これは、同和問題にも

なってくると思うんですが、いわゆる地区によっては、同和問題に真剣に取

り組んでいる。地域の問題として、それを地域の人権問題として取り組んで

いるところもあれば、同和地区があるにもかかわらず、同対法から抜け出し

て関係がないといった地区もあります。そういうところの連携を、各地区、

各地区での連携を常に念頭に置き、ネットワークを作るということで、それ

を津市民に広くわかりやすく理解できるように広報するのがこれからの活動

の重点になってくるのではないかと提言させていただきました。以上です。 

 

 というような考えのもとにまとめていただきました。いかがでございます

か。質問等があればお受けしたいと思います。谷口委員、何か付け加えてい

ただくところはありませんか。 

 

 特にございません。 

 

 特に、横の連携、縦の連携が必要であろうし、しかし、それぞれの地域を

捉えると地域の特徴がある。それを真摯に捉えて、いろいろな問題を掘り出
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していく。そういくことが必要ではないかということですね。確かにそのと

おりだと思います。今後の取組についての提言のところで、大体おっしゃっ

たところは書いてあると思いますが、それをお読みいただいて何か質問はご

ざいませんか。質問があればどんなことでもよろしいので出していただいて、

今後の事業の内容に入れ込む必要があると思いますので、聞かせていただき

たいと思います。 

 

 本当に耳が痛いところですが、地域のネットワークは大切であると痛感し

ているところです。10の市町村が合併しまして、地域ごとに人権に対する取

組もまちまちで、それぞれで思いが違うというお話がありましたけれども、

私たちも業務に携わる中でも感じるところはあります。課題は地域ごとに異

なると思いますが、ネットワークは作って情報共有し合いながら、問題の解

決、差別の解消につなげていく。そういったネットワークは必要だと感じて

います。そのネットワークが地域ごとにあればいいのですが、まだ構築され

ていないところもありますので、それについては人権教育課とも話をしなが

ら、学校という力もお借りし、そのネットワークも使いながら、地域の   

の場を作っていただいて、それをつなげていくということになろうかと思い

ます。私たちが直接地域に入って行き、地域のまとまりを作っていくのは大

変難しいところもありますが、子どもや学校を媒介してネットワークを広げ

ていくという形で人権課も取り組んでいきたいと思います。 

 

 法務局などとも連携していただきたいと思います。 

 

 津市ＰＴＡ連合会の会合をした際に人権課の職員に来ていただいて３０分

ほど話をしていただくことがよくありました。人を集めようとすることは大

変です。会合を利用してできるだけ人が集まる時期を教育委員会と連携して、

そこへ出前講座として出向かれるというのは効果があると思います。私たち

はその後グリープに分かれて人権の話し合いをしたこともあります。 

 

 参考にしてください。人権は、非常に連携というのは難しい。それぞれの

地域で、先ほど報告していただいたように、真摯に問題を提起していただく

とか、取り組んでいただくことがなかなか難しい分野です。それをどのよう

に切り開いていくか。教育の面からもありましょうし、いろいろな面から切

り開いていくことが重要だと思います。ありがとうございます。ほか、いか

がでございますか。ここの評価ランクはＣであります。ここのところは、書

いていただいた取組とか、あるいは、今後への提言。これを総合的にみてお

認めいただけますか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 では、次にまいります。同和問題についてですが、ご担当は、川本委員と

堀川委員です。堀川委員お願いします。 

 

 同和問題、非常に難しい問題ですが、実際に行われた18の施策を見ますと、

それぞれにきちんとやっているということについては、一生懸命やっておら

れると思います。ただ、今後の問題については、今後の取組についての提言

のところに書いておきましたが、読み上げながら説明いたします。 

同和問題に関わる施策として18の施策が掲げられているが、差別事象への

対応以外の事業は対象区域とか、地区とか、範囲が限定されていて、隣保館

事業もそうですが、限定されている。すべて旧同和対策事業の継承に近く、

その内容は補助と福利厚生にとどまっていると思います。もちろん、これ以

外に、つい最近新しい津市の広報が出ましたけれども、丁寧に読んでみます
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とほとんど人権の問題、同和問題だけでなくて人権の問題が各ページの網羅

されているように、非常に啓蒙的なものは随分やられていると思いますが、

何か肝心の本当に触れにくいかもしれないけれども、そこはかわしたような、

一般論的に、観念論的な感じが否めません。実は、同和問題は一つの差別の

問題です。差別の問題は正直言って解決は非常に難しいと思います。難しい

が故に、単に、どうしても去年したことを今年もやればいいと。それ以上の

ことは急にやれないというのが継続している。自己満足とまでは言いません

が、やってるということになりかねない。たとえば、もう一つ思いましたの

は、ヘイトスピーチがありましてね。この頃トーンが下がってきているのか

どうかわかりませんが、特に旧朝鮮、韓国の人達に対する非常に聞くに堪え

ないような言葉を発してくることがありますけれども、その根本にあるのは、

羨ましがっているんですね。何か特典を与えているんではないかと。我々に

与えられていない特典をあの人たちは持っているんじゃないかと。学校教育

とかいろんな特典を。僕は誤解もあると思うんです。それが同和問題におい

て同じようにあるんじゃないかと。我々の中に蔓延していると思います。本

当のことは知りませんが。耳にする話においては、高校の入学のものとか、

市営住宅についてなど、本来、生活の困窮、健康の問題に起因していること

も含めて、あそこに住んでいる人はこうだとか、たとえばそんな話になって

いる。これが解消しきれていない。これについては表立って聞くこともでき

ない。たとえば、こういうもの、実際そんなことはやっていないんだったら

やってないよと、やっているのはそのためではなくて単なる個人に置かれた

経済状態や健康状態に対する支援をやっているに過ぎないとか。そういうよ

うな根本的な誤解みたいなものを解消するような取組、非常に難しいと思い

ます。そこに踏み込んだことを考えていく必要があるというのが率直な感じ

方です。そんなことで、よくやってはおられるけれども、もう少しやってほ

しいということでランクはＣとしました。 

 

 根本的なことに触れられていないということですね。川本委員よろしいで

すか。 

 

 二人で相談してそうしました。 

 

 堀川委員が代表して今報告をいただきましたが、何かご質問等ございまし

たら。青木委員どうですか。何かございませんか。 

 

 今、ご指摘いただいたところで、私も同感に思いますのは、抜本的解消を

目指す、この施策がどうもはっきりしない。全くそのとおりだと思うんです。

このあたりについては、日頃、人権課とも我々いろいろ議論するところであ

りまして、その話がここに出てきているのは誠に意を得ていると思っていま

す。来年度以降の話につながっていこうかと思いますので、その辺にとどめ

ておきたいと思います。 

 言葉だけの問題ですが、啓蒙という表現はいかがでしょうか。このあたり

お考えいただければと思います。 

 

 そうですね。啓蒙と言いますと、少し高いところからしている感じがあり

ますね。 

 

 我々も加わって整理をしたいと思います。 
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佐藤委員 

 よろしいですか。同和問題に携わる機関として、また、当事者としてお話

をさせていただきたいのですが、先ほど言われたように、その問題が薄まっ

てきていると社会的に感じています。たとえば、昨年度、教育委員会と一緒

に中学校の保護者に対して意識調査を実施したところ、子どもの結婚相手が

同和地区の人だとわかれば、４割の人が反対をする意識を持っていたりとか、

過去５年間で同和地区の人は怖いとか、そういった偏見や噂を聞いている保

護者が５割いる状況の中で、薄まってきておらずに、今も存在しているとい

うのが、一つ事実として存在していると思います。ですから、今年度、同和

対策審議会答申が出されて50年になりますけれど、そこに書かれていること

の一つに差別があるかないかは個人の主観ではなくて客観的に判断しなくて

はいけないと書かれています。それは同和問題だけではなくて、すべての問

題に言えることですので、ここに書くか、総合的な評価に書くかは別にして、

そういった現状を把握するために、まずは意識調査であったり、実態調査の

必要性を、私は審議会として行政に対して訴えたいというのが１点です。 

 もう１点は、取組の評価の下から二つ目の丸に、同和問題の解決は少しず

つの取組が大切ですと書かれていますが、この意図が読み切れないんです。

なぜ、敢えて少しずつと書かれているのか。審議会として行政に言っていく

ときに解決は行政の責任なんだと同対審答申は言っていますから、私たち審

議会がその評価を少しずつという表現をもってしていいのかと疑問に思って

います。 

 

 少しずつではなく、もっと厳しく。 

 

これは個人として言っているんではなくて、審議会としてそのスタンスで

どうなのかというところ、疑問に思いました。 

 

 早速ですが、堀川委員、このあたりはどうですか。 

 

 大きな問題が故に、画期的にすぐに変わっていくことがないから長い持続

的な意味で、したがって、決してちょっとずつという意味ではなくして、む

しろ粘り強く長く、しかし、意識としては、やっぱり一日でも早く解決する

ということをどう表現するか。少し言葉が足りなかったかもしれません。 

 

 先ほどから今後の取組についての提言の中で、根本的な解消と言っていた

だいています。今の原田委員の発言もこういう表現はいかがなものでしょう

かと。この審議会としてとのことですから、これはもう少し検討したいと思

います。 

 

 すぐに解決する問題ではないです。同和問題だけではなくて、どの問題も

難しい問題で時間がかかります。でも、同和問題だけ少しずつと書いてしま

うと、それでいいのかということです。 

 

 会長、よろしいでしょうか。女性の問題も少しずつと言われますので、お

気持ちはよくわかります。先ほど、堀川委員が言われたような粘り強いと書

いていただいたらどうでしょうか。 

 

 そうですね。 

 

 原田委員どうですか。 
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 それでいいかと思います。 

 

 そのあたり事務局、押さえておいてください。ご意見をいただいて、訂正

する部分は訂正されたということですが、同和問題について、評価ランクＣ

と書いていただいた評価と提言について、訂正するところは訂正してお認め

いただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 それでは、その次に行きたいと思います。子どもの人権であります。これ

については、谷口委員、韓委員です。どちらからでもよろしいのでコメント

をお願いします。それでは谷口委員どうぞ。 

 

 この子どもの人権の施策ですが、評価ランクはＣを付けさせていただいて

います。しかし、評価のところに書かせていただいたように、本来なら評価

できないとしたいというのが思いです。と申しますのは、子どもの施策とな

る子どもの権利条例づくりが４年半にわたって市民委員会を立ち上げて行っ

てきたのですが、それが津市としては、もういらないというか、そういう方

向に変わりました。これは、地域福祉計画の中で平成26年度に制定するとい

うことでうたって、予算も付いて取り組まれてきたものだったんですが、改

めて子どもの権利に関する施策が現在行われているものを検証してそこに何

が欠けているかを庁内で意識確認をしたいということだったんですけれど、

それで１年間、市民委員会の活動もストップした状態で、その結果として、

もう取り下げるというか、そういうことになりました。本当に津市として子

どもの人権をどう考えているのか、根本的なことに触れる問題だったので、

そのことを含めてある程度進んだと出していいものかどうかと韓委員と検討

させていただきました。 

しかし、他のいろんな事業は、そういう意味ではたくさんの事業が一生懸

命、現場では行われている現状がありますので、そこについては取組の評価

をさせていただいたほうがいいのではないかということで、文章の表現とラ

ンクを出させていただいています。 

 今後の取組の提言として、本当に今の子どもたちの状況は深刻だと思って

います。これを書いたときが、７月、８月ぐらいだったと思いますが、その

後も子どもたちが、特に中学生が自殺するということが増えていますよね。

今年度は極端に多いと思うんですけれども、こういう子どもたちの先ほど川

口委員がおっしゃったように自己肯定感が低い。それから実際、親自身も子

ども一人ひとりが悪いんではなくして、実際にこう社会全体の問題として捉

えないと何も解決しないと。そういう視点に立って、子どもの人権を考えて

いかないといけないんではないかということで、最後に、津市が子ども権利

条例を作ることをやめるということではなくて、そこに対しては、私たちは

希望を持っていきたいとのことで書かせていただきました。ここを担当した、

韓委員と私だけではなくして、皆さんの意見としてここに出させていただく

のにいいかどうかは検討していただきたいと思います。 

 

 ここは、韓委員がすっと引っかかっているところですが。 

 

 理解されているのかなと思います。今何を言われたかわかりますか。それ

をこの審議会の意見として、議場に出していいのかと。このＣランクという

のも子どもの人権に関して津市はランク付けができないんではないかとそこ

まで話し合いました。本当に優しい言葉でご説明いただきましたが、結局、

否定されたわけです。４年間も子どもを巻き込んで、子どもの代表を決めて、
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その子どもたちも継続してその活動に携わっていきたいと、子どもの権利条

例を作りたいんだというそのものができかけた26年に作る予算まで作ってや

ったことを、梯子をはずしたわけです。子どもの権利条例はいらない。これ

は施策の中で進めていけばいいんだという回答を受けたわけです。それに対

して、私たちは評価ランクを付けることができないのではないかという話に

なったわけです。それを声にして審議会ではありましたということをはっき

り言っていいですかということを今この議場に提案させていただいていま

す。でも、やはり、活動はやっておられます。憲法論と同じなんです。憲法

がないのに法律で運営するのかと。そういうようなことをこの津の中で、そ

のようなことが実現するのですかと。この不安定な中で。ということを言い

たいわけです。それは、皆さんで子どもの人権条例というのは作って、それ

がなぜいらないのかという結果になったのかということが僕たちは理解でき

なかったんです。 

 

これは市民委員会の取組として３年、４年前になるんですが、津市内のす

べての小・中・高校にアンケートを取らせていただきました。それで21,053

名の子どもたちが、本当に手書きで丸バツだけの回答ではなくて、思いを記

述までして返してくれたことに対して、市民委員会としては、子どもたちの

声を是非施策に生かすのでということで戻したわけです。それに対して約束

を違えるというか、全く大人が裏切るということをやってしまうということ

につきましても、痛みを感じないということに対しましても腹立ちを感じ、

それは津市の子どもたちに対しての裏切りをしてしまったと思います。 

 

 初めて今の話をお聞きしましたので、どうしてその４年間の取組をやめた

のか。１年間、庁内意識確認の末、やめたとありますが、その間の経緯とか

を私たちは知らないと判断できないと思います。何かの理由が行政のほうで

あったと思うのですが、それをお聞かせいただいた上で、これを下せるかど

うかを判断するべきではないかと思ったところです。前、私がＰＴＡに関わ

っていたときに、子どもの権利条例について盛んに各地域で話し合い、私た

ちも権利条例を作りましょうという動きがありました。何となくあるものだ

と思っていたものですから、今頃になってこれを作るための動きがあるとい

うことを初めて聞いてびっくりしています。 

 

 県は子どもの権利条例を作られています。 

 

 県なんですね。 

 

 県は平成23年に条例を作られました。大変失礼なんですが、津市の場合、

市民と行政が一緒になって、そこに子どもたちの声を反映して、子ども委員

会も作って、そういった意識から大切に作っていきたい。文章から作れば非

常に簡単なんだけれども、そこに、ひと言ひと言積み上げをしたいというこ

とで、３年かけ、４年かけして骨子案まで作って、ほぼ９割方、できていた

ところだったんですけれども、そこでストップがかかったんです。 

 

 ということで、事務局に聞きますが、韓委員が先ほど更にコメントを付け

たように、このような評価書を作っていいのかとのことですがいかがですか。 

 

 子どもの人権条例の経過はお話のとおりでございまして、当初は作るとい

う考えのもとにことが進みました。しかしながら、事業が経過していく中で、
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最終的には、その条例をもとにして子どもの人権を守っていかなめればいけ

ないということではなしに、権利条例なしでも子どもの人権を守っていかな

ければいけない。そのための取組はどうしていくのかというところを明らか

にしながら、取り組むべきであるという判断が下されたようです。そういっ

た条例作りではなく、施策への反映というように変わってきた。私の知って

いる範疇ではそういうところです。 

今、経過をお話する資料を揃えております。 

 

 昨年の９月では、話が付かなかったんです。 

 

 意見もぶつけていただいて、いろいろと積み上げたらいいのですが、今、

資料を揃えていただいていますので、これは少しペンディングしておいて次

に進めます。 

次は女性の人権に行きたいと思います。この担当も川本委員と堀川委員で

す。評価ランクはＣとなっています。それでは、川本委員、コメントをお願

いします。 

 

 女性の人権ですが、評価ランクはＣということで、ある程度進んだと評価

いたしました。女性に関わる事業といたしましては、人として、女性として、

母として多面にわたっているわけなんですけれども、それぞれの面で施策が

堅実に進められています。 

その中で、管理職への積極的な女性登用の姿勢は評価したいとしましたけ

れども、この中で、働く環境作りが非常に大切に思います。女性というわけ

でなくて、女性も男性もともに、ワーク・ライフ・バランスをベースにした

働き方とか、生活の仕方になっていかないといつまでも折角の機会を逃して

しまって、一部の女性だけに昇進がとどまってしまうのではないかと不安に

思われます。そういう意味で、今後の取組の提言というところで書かせてい

ただいたんですけれども、当事者の悩みとかそういった問題点を拾い上げて

女性が活躍できる下支えが必要とだと思います。数値的目標などをあげてい

ただいておりますけれども、それだけではなくその下支えというのが大事だ

と思います。 

それから、今後の取組についての提言のところに、セクハラのことですが、

職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント防止対策は、研修の機会を設

けて、実例をもとになぜそういうことが起きるのかディスカッションをして、

考えるなど一人ひとりの意識改革ができるように研修内容も工夫していただ

きたいと思います。相手の立場に立って問題を受け止める職場づくりにも努

めていただきたいと思います。 

 現実を見ながら問題点を拾い上げて解決の道を両面から探っていただきた

いと思いました。あとは書かせていただいたとおりでございます。 

 

 女性の人権、これについては今まで十分いろいろ考えられてきましたし、

これからも改善されていないところはされていくと。国会でもやっと議論を

しているということですね。そういったところがあります。少子高齢化と引

っ掛けて、そして女性の人権というようなところを取り上げて、現在の問題

でもあるし、過去の問題でもあったということです。なかなか難しいんです

ね。外国に合わせる必要はないので、日本的に女性の人権がどう守られるか

ということですね。いろんないいところもあるので、私は常にそう思ってき

ているんですが。というところであります。 

堀川委員、何か付け加えていただくことはありませんか。 
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 これも、今評判の朝ドラでもそうですが、難しいですね。社会に出ていく

ことを素晴らしいと評価される一方で、もっと家庭的で、ドラマはバランス

を取って描かれていますけれども、僕は基本的には、これこそ長い感じで家

庭とか、小中学校とか、そこから意識というものを、本当の一人ひとりの人

間としての権利は同じようにあるんだよと、女性が思うのではなくて、男性

がわかる。また、先生もそういう目で育てると、あるいは、家庭においても

子どもたちを育てるという積み重ねがあっていかないと、これは、アメリカ

ですら、先進国のアメリカですら、やっぱりあるんです。セクシュアル・ハ

ラスメントはあるんです。 

 

 大いにありますね。 

 

 絶えず意識改革を、絶えず意識を幼いときから家庭とか学校でも含めてや

っていくというような長いのがいりますよね。これがあるから、新聞等で言

われる、突然、身も知らぬ女性を襲って殺したという、最近も言っています

よね。劇団員を。結局、根本的に、女性の人権以前のことになるかもしれま

せんが、理解がいっていないところが、若い男性のところにある。そのよう

に超えてしまう。非常に重大な問題を含んでいると思います。 

ところが、そういう意味で、提言に書いていただいたように、地に着いて地

道に積み重ねていなければいけないと思います。 

 

 先ほどから言いたくてしょうがなかったんですが、まず、語句の点で３点

ですが、８番目、審議会等の意志決定の場の意志ですが、思うという字に、

それから、その下の９番目、男女共同参画情報誌の誌は、紙という字です。

それから、取組の評価の下から２行目の2030計画とありますが、後ろの18ペ

ージの用語解説を見ていただきますと、2020年までに30パーセント以上にす

るとしています。2030計画ではなく、202030計画ですので、前も後ろも訂正

をお願いします。 

 それから意見としまして、まず、先ほどの８番目、審議会の件ですが、最

後の地域審議会等とありますが、地域審議会はこの３月で終わりますので、

提言で書いても今更という感じがしますので、これを削除していただいて、

すべての審議会としていただいたらどうでしょうか。 

 それから、その下の「つばさ」ですが、発行の継続とわかりやすい記事の

取組とありますが、発行の継続といっても、回りの市町を見てみますと年２

回オールカラー８ページというのは、今あまりないと思いますので、５ペー

ジのところの啓発で、情報発信のあり方の話題が出ましたので、記事の取組

だけでなく、それも含めて、情報発信のあり方を検討してほしいという表現

にされたらどうかと思います。 

 それから、その下のフォーラムのところで、参加者が増えたことは評価し

たいと書いてあります。奥歯に物が挟まったような言い方で、参加者が増え

たんだけど内容はというようなことを言いたいんだけども書けないみたいな

感じですが、是非ともこれは評価ですので、増えたことは評価したいが、講

師選定など効果的な検討をお願いしたいとか、そこまで踏み込んで書いてい

ただいたらどうかと私は思います。 

 それから、今後の取組についての提言で、職場、家庭、学校というキーワ

ードが出てきますが、是非、地域というキーワードを入れていただけたらと

思います。 

 それから、質問ですが、先ほど何回か出ました取組の評価の最後に、積極
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的な施策がみられるとありますが、私は津市が積極的な施策をしているとは

見れないのです。数値目標が出されているのはわかるんですが、その数値を

目指すために、どんな取組をしているのかというのが見えてこないので、こ

れは褒めすぎではないかなと思います。 

 それから、12ページのことではないのですが、先ほど会長のお言葉で、日

本だからというようなお話がありましたが、私は是非とも外国の指標とか、

外国からの指摘も大切にしていただきたい。それほど日本は遅れているとい

うことを委員の皆様と共通理解していただきたいと思います。以上です。 

 

 私と意見が少し分かれました。外国といってもいろいろあります。それか

ら、差別の問題とか、人権の問題に関しては、ある意味で日本のように積極

的に取り組んでいるところもありますけれども、全く取り組まないところも

ございますので、先進国もありますが、後進国もあると、私は考えておるん

です。 

 

 すみません。世界のどこかの機関から日本は勧告を受けているんじゃない

ですか。 

 

 それはあります。 

 

 会長が言われるのは少し違うと思います。個人的なご意見は結構ですが、

国際的な評価の中で日本は。 

 

国連人権理事会で言えば、この２年間だけで４つの勧告を受けています。

当然、慰安婦問題も勧告を受けていますし、国外法、あるいは国連で決まっ

た条約を守るのかどうかというのを、日本は国内法なのか国外法なのか、ど

ちらを最重要として考えるのかということであれば無視をしますよね。国外

法なのか、国連で決定された事項なのか、一切報道はないし、勧告されたこ

とも知らないじゃないですか。それを一生懸命言っていても、なかなか通っ

て行かないし、今のマスコミが状況を一切報道しない状況ですよね。福島の

件だってそうじゃないですか。 

 

 そういうことで、とにかくたくさんに、ここはこういうふうに訂正したほ

うがいいだろうという意見をいただきました。それについては、事務局のほ

うで整理をしていただいていると思いますので、また、確かめながら、ご両

人に担当していただいていますので、そこの相談をして改めていきたいと思

います。 

 

 すみません。先ほどの子どもの人権条例の経過でございますが、なぜ、方

向転換していったかと言いますと、市民委員会は４年間なされていて、その

後条例作りが止まってしまったという背景の中で、子どもに対する権利、そ

れに関する法令がこの４年間の中でできてきた。子ども子育ての関連法令が

３法令成立したとか、子どもの貧困対策の推進に関する法律とか、いじめ防

止対策推進法などいろいろな法が整備されるといった動きがありました。そ

の中で子どもの権利というものが法律のほうで整備されてきた中で、その法

に沿った施策をするということで進めていますから、その施策を推進するこ

とをもって子どもの人権が守られていくという考え方のもと、条例作りもそ

の手法でありましたけれども、そういった法に基づいた施策を進めていくこ

とが大事だということで条例作りをやめたということです。 
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 そのように条例づくりをやめられたのですが、先ほどのことに戻りまして、

一つずつ始末をしていきましょうか。とにかくこのような表現で評価してい

いのかということです。 

 

 すみません。基本的に評価ですので、審議会のほうで決めていただければ

よいかと思います。事務局への意見として聞かせていただければ、当然評価

できない部分は評価できないとしていただいて結構でございますので、子ど

もの権利条例については進んでいないので全く評価できないと。表現として、

最初に本来なら評価ができないと書いていただくよりは、そういう部分につ

いての意見としては、後退しているので評価できないが、ただ、この部分で

は行っているのでＣランクとしたいというような評価の流れもあると思いま

す。ただ、これは事務局としての案であって、基本的には審議会のほうで決

めていただければよろしいので、こういう書き方はいけないということはで

きないと考えています。よろしくお願いしたいと思います。 

 

 とういうことですが、どうですか。 

 

 私たちは評価ランクが付けられないということで、審議会にお任せしまし

ょうという話だったので、皆さんがＣでいいということであれば、Ｃで仕方

がないと言いましたよね。でも、これは、あくまでもここに何も書くことは

できなかったから取りあえずＣとしたという話であって、あとの判断は皆さ

んにお任せして、私たちは判断できなかったということだけは言いたいんで

す。Ｃという判断をしたのかというと、していないということです。無責任

かも知れませんが、やっぱり今おっしゃられたような法律の中でとか、実施

施策の中でという以前の問題であって、すべての人権問題に対しての根本的

な津市の考えがそうなのかということになってしまうのではないかというこ

とです。先ほどから言いましたけれども、女性の問題や全てにおいて、その

根本的なものがはっきり形に表れて排除されたわけです。そういう姿勢でい

いんですかということを私たちは聞きたかったんです。なぜそのようになっ

たかという言い訳はいいです。 

 

 すみません、よろしいですか。市民委員会で４年間にわたって子どもたち

も交えて協議してきたことでしょ。それを庁内意識確認の末に津市としては

取り組まない方向になったと報告がされているだけできちんとこの人たちに

説明責任を果たしていないんじゃないですか。 

 

 それは、市民委員会の中でされました。 

 

 納得するだけの内容が出ていないわけでしょ。この４年間を費やした、特

に子どもにとって、本当にこの報告が納得できたことなのかどうかというこ

と。将来の津市民として中心となっていくべき子どもたちにいろいろと法制

化されたから津市としては施策を充実していく方向に行きますと言うという

ことはどうなんですか。子どもの成長段階の４年というのは非常に重要な期

間です。 

 

 ただ、おっしゃるのはわかりますが、これは先ほどから言っていますよう

に、事業がなされて、こういうように行なったと報告を受けて、それに対し

て評価をしていただくということです。ここ２、３年、先ほど言いましたよ
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うに、韓委員がずっと主張されてきました子どもの権利条例をつくるという

ことができていないことから、全体の事業を評価できないというようなこと

になるのかどうか。ここは、少し考えなければいけません。 

 

 よろしいでしょうか。子どもの権利条例ができないというところに落ち着

いたわけではありません。ただ、今の時点では、子どもの権利条例の制定を

進めるより、施策を進めるということであって、今まで取り組まれてきた子

どもたちも含めて、その取組に関しては、こういうように取り組んできて、

このような素案まで作ってきたということは、これからも資料として残って

いきますし、この条例制定も時期を得て復活してくることもあるということ

です。今回の条例づくりは取りやめたと申し上げましたが、今、条例づくり

をする段階ではないということです。 

 

 おっしゃることはよくわかります。子どもの権利条例ができなかったとい

うことを含めて表に出てきていないから、それを評価するということはでき

ないということです。表に出てきたものを評価してもらって、本旨というの

は最初に書いてもらってあるように、我々はなかなか評価できないと。両委

員の立場としては。しかしながら、ずっと眺めてみますと、他の事業は取り

組まれていると書いていただいています。それに対して、それぞれ願望など

も書いてもらっています。というようなことですから、全体としてここに書

かれているように、我々としては、審議会の見解とすればどうかと思います

が、いかがでございますか。 

 川口委員、どうですか。 

 

 会長がおっしゃられたことを取組の評価として取り上げていくかどうかと

いうことですか。 

 

 書いてあるとおりですね。 

 

 会長よろしいですか。端的に言えば、Ｄと評価してはどうでしょうか。 

 

 Ｄというより、Ｃという評価が付いています。 

 

 賛否はありますが、審議会としてどのように評価するかということです。 

ＣかＤか、それ以外もあるかもしれませんが。 

 

 これについては、一応、Ｃと評価していただいています。 

 

 先ほどの話では、空欄の代わりにＣを付けたというお話でしたので。 

 

 よろしいでしょうか。今の権利条例づくりが廃止という表現がいいのかど

うかわからないのですが、それを決められたのは、27年度ですか、26年度で

すか。 

 

 はっきりしたのは、去年の７月です。 

 

 26年度の評価は評価で書いて、27年度の評価の中でこういう動きになって

きたから、こうなったと書かれたらどうでしょうか。 

 これは26年度の評価ですね。26年度に取り組まれた評価の中では、今言わ
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高鶴委員 

れていることについては、まだはっきりしていない状態ですよね。26年度に

なって、これはやめたいということになってきたわけですから、次の27年度

の評価の中では、今おっしゃったような提案になるかもしれないですけれど

も、そこで評価されたらどうでしょうか。 

 

 平成22年度から子どもの次世代育成行動計画があったのですが、その中で

は、子どもの権利条例をつくるという文面が入っていました。しかしながら、

それは26年度までの計画でございまして、26年度までに条例は制定されなか

ったということになります。そして、27年度から新たな子育て関係の計画が

策定されましたが、その中には、子どもの権利条例づくりについては記載さ

れておりません。 

 

 伊藤委員がおっしゃったように26年度の評価だから一応残っているという

ことですね。 

 

 事業進捗状況評価表の 145 番に回答があって、条例が必要でなくなったと

いうのが市のスタンスです。 

 

 説明不足で申し訳ございません。皆さん、谷口委員からのお話でおわかり

かと思いますが、26年度の段階で条例づくりについては一旦ストップすると

いう話が出ていまして、確実にやめると説明させていただいたのは27年度だ

と思います。26年度からは子どもの権利条例づくりは一旦ストップしていた

ということでよろしいでしょうか。 

 

 作っている途中で、作るかどうかわからないということでした。 

 

 26年12月の段階で一度ストップがかかって、その時点では方向性は決まっ

ていなかったということです。 

 

 条例づくりがなされてきた中で、26年度に一旦流れが止まっていることに

は間違いありません。ただ、もうやめですと決まったのが27年度になります。

整理させていただくと、26年度については、子どもの権利条例づくりは一時

ストップされた段階で、確実にやめると断言したのが27年度ということです。 

先ほどの伊藤委員のご発言も踏まえてご協議いただければと思います。 

 

 協議というよりもまとめていただいたことを生かして、ただ評価ランクが

ＤかＣかということだと思います。 

 

 事務局から提案ですが、子どもの権利条例づくりをやめたことに対しては

審議会のご意見として、私が勝手に答えることができないことですので、私

のほうから健康福祉部に審議会としては子どもの権利条例づくりがなくなっ

たことについてはこういう意見が出ましたとしっかり伝えさせていただきま

す。また、評価は評価で、別でしていただいて、それについては、審議会の

ほうで子どもの権利条例づくりをやめたことについてのご意見を後日で構い

ませんので、まとめていただければ、私のほうから審議会の事務局として、

こどもの権利条例づくりを取り扱っていた主幹課、また、健康福祉部に伝え

させていただきます。 

 

一つ聞かせてください。庁内意思確認は、26年度の後半、それとも27年度
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青木弘志委員 

 

 

に行われたのですか。 

 

 26年度です。 

 

 26年度の事業結果ですね。 

 

 取組が止まっていることであるでいいんじゃないですか。 

 

 そうですね。その間に取組が止まっているという状態です。 

 

 26年度に条例をつくるとしていたが、その取組が止まっていることに対し

ては評価ができないといった表記にしてはどうでしょうか。 

 

 今日いただいた資料の中の2015年度計画の子どもの人権のところを見る

と、条例に関する事業が入ってないように思いますので、評価するとしたら、

26年度で私たちは評価しないと、来年度では評価できないので、今年度で評

価していかないといけないと思います。 

 

 会長、提案ですけれども、評価ランクＤとしたいと思います。 

 

 審議会では評価をＤとするという提案をしていただきましたが、韓委員は

元々評価できないとのことですが、一応評価はＣとしたとのことでした。 

 

 皆さんの意見を最終的な評価として決めていただければと思います。 

 

 私は実は県の条例を作ったときの委員の一人です。私自身も子どもの関係

をずっとやっていますので、条例というのは、意見ですけれども、一つの意

思を示す。自治体なら自治体の。住民の意識を。したがって、決してほかに

決められているからいいよという話ではなくて、むしろ意識を高揚させる、

また、覚醒させる意味を持っていると思いますので、私はそれが止められた

ことは理由の如何に問わず、評価しないと思います。 

 

 それを書くとしたら、伊藤委員がおっしゃったように27年度のところで書

くことになるのではないですか。 

 

 いや、ここで書かないと書くときはないです。ここで言わないと言う機会

はありません。だから、審議会として意見を言うんであればここで評価を下

げていくしかないと思います。 

 

 それではお諮りしましょう。いろいろ意見を出していただいてもまとまり

がつかないので、この取組の評価については書いてもらったとおりというこ

とにして、評価ランクは、一応Ｃという評価はしたと。それに対して、今一

つの対案を出していただきました。この審議会では、評価ランクはＤとする

ということなんです。どちらにするかについて、それでは、私はあまり賛否

を採るのは好きではありませんが、採らざるを得ませんね。 

 

 すみません。一番大事なポイントは、仏さんは作ったけれども、魂が入っ

ていないということです。いろんな施策を打ったとしても、一番の根源にあ

らねばならないのが人権条例であり、子どもの権利条約といった一番の基本
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川口委員 

 

 

 

堀川委員 

 

川口委員 

 

的な部分が４年間にわたってつくりあげるという営みがあって、結局途切れ

てしまったと。折角、そのいろんな施策をされたとしても、そこには魂が入

っていないのではないのかというのが私の率直な感想です。ただし、それと

は別にして、施策としていろいろと打たれていて、私ども津人教も提言させ

ていただいたり、意見を述べさせていただいたりする機会があるわけで、そ

のような中で、それぞれ一つひとつの施策については、私は、堀川委員が言

われるＤほど、そんなつまらないことでなないと思います。結構、ある程度

やられていると私は思うんです。それは、堀川委員がおっしゃるように魂が

入っていないというようなことが、そこからそのように見られても仕方がな

いと思います。Ｃにするか、Ｄにするかは別にしてそういう気持ちは禁じ得

ないです。 

 

 私自身は、評価ランクＣと付けてもらってある、点を付けられないからＣ

を付けたとおっしゃるんですが、やっぱり、全体を書いてもらって、それを

裏付けにして、評価がＣと出てきていると思うんです。今、青木委員がおっ

しゃったように、それぞれの事業については、それなりの評価ができるとい

う結果が出ているのではないか思いますね。したがって、私はＣというよう

に評価しますが、まず、対案が出たＤにするかどうか、Ｄに賛成の方、挙手

をお願いします。 

 

 少し一ついいですか。基本的なことで、評価がＡＢＣＤＥとなっています

ね。今、ＣかＤかというお話をされているのですが、何度も評価できないと

いうことで、ここをアンダーラインをするとか、表記方法ですね。評価でき

ないということでアンダーラインを引くというのは無理なのですか。評価は

ＡからＥで絶対しなければいけないのですか。 

 

 少しよろしいですか。我々は、何もイエスマンである必要はない。何のた

めに審議会をしているのか。何のために時間をかけてやっているのか。これ

は、ある意味ではそういう意見を率直に申し上げて、そして、それを市のほ

うでいろいろと考えていただく必要性ですね。多少、耳に痛いことがあって

も、別に意見として、我々はこういう立場を与えられたのだから、言うのが

義務であってアンダーラインで逃げてはだめだと思います。評価を避けては

いけない。評価ができないというのはいいんですが、避けてはいけなせん。 

 

 我々は、これを見解として当局にぶつけていくわけですから、それはよろ

しいと。ところがこの、Ｃかどうかということは判断しなければいけない。

ランク付けをしなければいけません。それで、対案を出された評価ランクＤ

について賛成の方はいらっしゃいますか。挙手をお願いします。 

 

 （挙手少数） 

 

 少しよろしいでしょうか。多分、37事業においては、現場において真摯に

取り組まれたものもあり、その点は評価させていただいたと。そのところが

Ｃということですか。堀川委員さん。 

 

 全体としての話でしょう。子どもの人権にかかわっての話です。 

 

 担当者がＣと判断されたのですから、私はそれでいいかと思います。 
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 いいんじゃないですか。これは私の意見ですから。 

 

 これに関しては、賛成が少数でありましたので、ここに書いてもらったと

おり、子どもの人権については、取組の評価、今後の取組についての提言は

そのまま生かす。そしてランク付けはここに当てはめたランクＣではありま

すが、付けていただいているわけで、我々はそれを判断して、ランク付けは

Ｃとしたいと思います。 

 

 一つお聞きしたいんですけれどもいいですか。評価できないとか、評価ラ

ンクがＤといったご意見の議事録を起こしていただきたいと思います。 

 

 いろいろご意見ありがとうございました。先ほどから子どもの権利条例に

つきましては、いろいろご意見いただきました。これについては、きっちり

議事録にしますので、私のほうから子どもの人権に対してこのような議論が

なされたということを担当課に伝えさせていただき、また、人権施策審議会

としては審議の結果、評価ランクはＣとはなりましたけれども、いただいた

意見はすべてお伝えさせていただきます。 

 

 最後に一言。一事をもってすべてをＤとすることはあり得ない。ある程度

のことは行っている事業もあり、Ｃという判断も出てきていますので、ただ、

先ほど言いましたように、子どもたちに４年間の徒労感を持たせてしまった

ことに対しては意見を述べる必要があると思います。 

 

 このあたりについては、私たちにはわからないことです。子どもたちにど

のように参加してもらって、どうやってきたというのは私たちにはわからな

い。したがって、先ほど言いましたように、ここに書いてあるとおりランク

付けを含めて、我々の審議会の評価にしたいと思います。 

 その次に行きたいと思います。女性の人権については、先ほど言ったとお

り、大分訂正せよというご意見をいただきましたので、これは、この評価に

加わっていただいた川本委員と堀川委員に、意見を整理して話し合っていた

だいて修正していきたいと思います。相談はまずお二人で検討委員会の委員

として判断をしてもらうということにしたいと思います。ランク付けはＣで

よろしいですね。意見をいただいた佐藤委員よろしいですね。 

ランク付けはＣということにしておきます。 

 その次に行きましょう。障がい者の人権です。これも川本委員と堀川委員

に担当いただきました。それでは、堀川委員、コメントをお願いします。 

 

13ページです。今後の取組の提言について読上げさせていただいて、意見

を申し上げます。 

 障がい者の人権施策として、１番に直接援助として金銭補助、声の広報な

ど、また、２番として自立支援。大会参加、歩行訓練、運転免許支援、スポ

ーツ体験など。そして、間接支援として、特別支援教育研修、障がい児保育

研修、手話通訳養成などがありますけれども、４として、社会への啓発の面

での適切な施策が見当たらないと感じました。もちろん、障がい者への配慮

を求める標語は街に溢れておりますし、エレベータの乗降時の健常者による

自然な対応は定着しているように見えます。一方、視覚障がい者用の展示ブ

ロックの上に放置物に占拠されるとか、障がい者用の駐車スペースが勝手に

使用されている現状が相変わらず起こっています。障がい者が求める要望を

拾い上げ、絶えず施策に反映するような取組が望ましい。すなわち、システ
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ムはできているけれども、相変わらず、使用の問題である。絶えず覚醒する

ように、困った声を拾い集めて反映できることが必要だろうと。災害時の避

難計画も、大変と思いますが、実際の障がい者も参加した訓練結果を反映し、

実行可能な計画に近づける努力を期待する。障がい者もなかなか現実的に難

しいと思いますが、参加とか意見を拾い上げるような方策の配慮をお願いし

たいということで、評価ランクはＣとしておきました。 

 

 ありがとうございました。取組の評価については、最初に積極的に取り組

んでいるという評価もいただいておりまして、あとは、こういうふうにされ

たいとか、努めてほしいといった要望が書いてあります。ただ、ある意味で、

今後の取組も提言のほうにまわるような内容になっていますが、一応ずっと

出てきた事業について評価をしていただいたということです。これについて、

何かご意見はございませんか。 

 

 障がい者用の駐車スペースというのではなしに、三重県の場合は、平成24

年から思いやり駐車場になっていたのと違いますか。 

 

 そうですね。障がい者というか、今は違いますね。今は、妊婦さんや高齢

者も含めていますから、表記が悪かったです。 

 

 もし、堀川委員、ここを訂正したいというところがあれば、これは文言の

整理をしていただくとありがたいと思います。ここでというのは無理かもし

れませんので、考えた後で結構です。書いてあるとおりでいいんだというの

であれば、このまま行きますけれども。 

 

 私はいいと思っていますけれども。 

 

 私も読ませていただいて、あまり抵抗はありませんでした。 

 

 提言の中で、表現を変えていただければと思うのですが、ちょうど真ん中

あたりで、障がい者への配慮を求める標語は街に溢れとありますが、この街

に溢れという部分の表記を。 

 

 よく見かけるという意味です。非常に目につくとか、掲げられているとか。 

表現を直しましょうか。 

 

 必要があるならば、直していただく必要がありますが。 

 

 障がい者の方々がどう感じられるかということです。 

 

 実際、車椅子を押してあげましょうとか、僕は必ず押すことが正しいとは

思っていませんが。 

 

 これは表現の問題ですが、こちらに書いていただいたとおりでお認めいた

だけるとありがたいです。 

 

 あまり溢れているわけではないです。 

 

 そうですか。すみません。 
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 障がい者の人権については、評価ランクＣということであります。説明の

とおり、今後の取組についての提言。ここにすべていろいろの思いが記され

ていると思いますが、こういうような形で提言をしたいということでありま

すから、評価は結局、積極的に取り組んでいるが、まだ考えてほしいところ

があるという二段構えになっていると思うんです。だからしてほしいという

のと２つありますけれども、一応書いてもらってあるとおり、お認めいただ

けるとありがたいと思います。いかがですか。 

 よろしいですか。 

 

すみません。一か所だけ、障がい者用の駐車スペースは、思いやり駐車場

に変えることでよろしいでしょうか。 

 

 思いやり駐車場に変えます。 

 

 言葉としてくくりのところとかは整理したいと思います。いっぱいいろい

ろな表現が出てきますので、これは後で事務局に指示します。 

 では、その次、高齢者の人権であります。ご担当いただいたのは、川口委

員と川井委員です。 

 

 今日は、川井委員さんがご欠席ですので、私が報告させていただきます。 

高齢者の人権の取組の評価ですが、ここに書かせていただいているとおり、

高齢者に対する多岐多様にわたる事業や施策については、それぞれ担当する

部署において限られた人員と予算で、ここは随分、川井委員がおっしゃって

いたんですが、高齢者がこれから段々増える中で、限られた人数、予算の中

で切れ目のない最大の努力をもって事業を推進されて、全体的に見てそれな

りの成果があったことを評価したいと発言されました。その下のほうを読ま

せていただきますと、以下の事業について、下から６行目です。 

以下の事業については、今後、高齢化の拡大に伴い、益々の需要が見込ま

れることから、高齢者の生活機能の向上や生きがいに繋がるような更なる充

実・創意工夫が求められる。実は皆さんもご記憶があると思いますが、踏切

に高齢者が入ってしまって、ＪＲが家族に損害賠償を求めるという事件があ

りましたけれども、これからもこういう事件が起こるかも知れません。高齢

者を介護している友達がいるのですが、もし、家族に補償を求められるので

あったら、高齢者を家の中に閉じ込めておくしか仕方がないと。それこそ高

齢者の人権問題ではないかといった発言もありました。これから高齢者の人

権については、多分いろんな問題が出てくるだろうと思います。１番ですが、

季節性インフルエンザ及び肺炎球菌の予防接種、第２に、自己の労働能力を

図り、登録するシルバー人材センター、第３に、高齢者が参加できるスポー

ツ教室の開催、第４に健康保持のための集団検診、がん検診事業、第５に災

害発生時の要援護者に対する支援体制の確立。特に５番が必要ではないかと

いう話になりました。 

今後の取組についての提言ですが、国は、急速な少子高齢化に伴い、持続

的な社会保障制度の確立を図る観点から、社会保障と税の一体改革を進める

中、介護保険サービスを全国一律の予防給付から、市町村独自の新地域支援

事業に移行することになり、予防給付サービスのうち訪問介護と通所介護が

市町村に移行された。高齢者の中には、こうした要支援はずしともいえる制

度に大きな不安を抱いている者も少なくない。  

また、こうした新地域支援事業の担い手として行政以外の既存の介護事業
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のほか、ＮＰＯ、民間企業、住民ボランティアなど多様なサービスの提供も

可能になると考えられる。 

高齢者の人権について、事業・施策等を実施するにあたり、対象者が高齢

者であることを念頭におき、大きな負担や無理がないかという配慮も必要で、

こうした細かい配慮こそ温かい血の通った事業となり、自然に双方の間に生

まれた信頼関係こそ、最も大切な人権尊重の基盤となるのではないでしょう

かと提言させていただきます。川井委員と話し合ったのは以上です。 

 

 取組の評価のところは、去年もそうだったかと思いますが、川井委員の書

き方があると思い聞かせていただきましたが、まとめから先に始まっていま

す。最後、以下のところいうことで、いろいろの事業について書いていただ

きまして、そして今後どのように取り組んでいったらいいかを最後の提言と

して出ています。わかりやすくまとめていただいたと思いますが、ここで何

かお気づきの点、見る限り高齢者云々というのは、川井委員と私ぐらいだと

思いますが、若い方にはなかなかピンと来ないかも知れませんが、これくら

い書いてもらってあったらよかろうと思います。事業についてもそれぞれ評

価をしていただいてあります。何かご意見ございませんか。 

なければ高齢者の人権については、ランクＣというのを含めて、ここに示

されたとおりお認めいただくということでよろしいですか。ありがとうござ

います。 

その次に行きたいと思います。外国人の人権であります。ご担当いただい

たのは、谷口委員と韓委員です。 

 

 外国人の人権ですが、取組の評価は５段階中３。すべて３にいたしました。

外国人の人権に対する取組は、言語に対する取組、交流事業です。生活に最

低必要な広報以外に見受けられなかったと思いますし、危機管理部における

災害時の対応の対処案は見られているんです。これは人権問題なのかなと。

本来であれば、初期のオリエンテーリングのとき、その後の住民とのケアが

あれば、人権問題というより業務じゃないかなと私は思います。人権問題と

いうのは、人がその地域に幸福に安全に安心して住んでいる。そのようなま

ちづくりをして初めて津市に住んでよかったと言える人権を尊重した都市づ

くりは人権問題だと思います。津市の外国人人口は2008年の 9,339 人をピー

クにして、７年間で２千人ほど減っているんです。年間でいうと 300 人減っ

ているんです。そういう人口の減少が自分の近所にあったら、帰ったんだ、

居なくなったんだで済むんでしょうか。そういう意識が全くないんじゃない

かと思います。マンネリ化しているとは言え、さまざまな施策に対して、日

本語教室の開催、外国人支援コーディネーター、ＡＬＴなどいろいろはされ

ているんですが、最近で言えば、３．１１の災害が５年前にありまして、今

でもさまざまな諸問題を抱えています。このあたりでも東海あるいは東南海

というのがあって、このあたりでも、私の事務所も真横にありますが、４ｍ

から５ｍの津波が来るんじゃないか。宮城あるいは福島で津波被害に遭った

ところ、そういうところにも７万５千人ほどの外国人住民が住んでおられた

わけです。そのうち、百人弱、人口比率で言えば、東北地方というのは、外

国人比率は低く、零点数％です。三重県は全国で３番目の人口比率なんです。

その中で津市は８番目に多い、2 . 4％です。そういった人口比率があるわけ

です。そのときの宮城の例においても、現在やっている言語、日本語の問題

に関しても、やさしい日本語ということで力を入れておられます。だけど、

東北ではその施策を一生懸命されておられましたが、それが全く役に立たな

かったと。津波という言葉は知っていても、高い所に逃げてくださいが通じ
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なかったといったことがたくさんあったらしいです。そういったことも再度

考えていくようなものにしなければいけないんではないかと考えましたし、

現在、３．１１から４日しか経っていません。その中で、あのようなテレビ

番組の中でも、その場所に住んでいた、この５年間の中でも外国人住民が被

害に遭ったという報道を私は１回も見たことがないんです。外国から旅行に

ドイツから来ていて、その方も必死に逃げて、みんなで助けたと聞いても、

被災して仮設住宅に居るといった方について全く私たちはわからないんで

す。20人まとまって亡くなったとか、三重県においても、津だけでも海岸線

沿いに何名の方が働いているのか、伊勢志摩でサミットをやるところなんで

すが、そこにも牡蠣の養殖をやる所にいっぱいいます。まず、彼らの安全を

守るには、そこからが人権の話になってくるんではないかということを踏ま

えて、私は提言をさせていただきました。 

 その外国人に対する、これは皆さんが知らなくて当然だと思いますが、外

国人に対する法律がありまして、その最終的な新しい在留制度が2014年に変

わったんです。ですので、2014年の７月８日から、市町には、外国人に対す

る窓口がなくなりました。今日は、法務局の蔦委員がいらっしゃいますが、

よく知っていらっしゃると思いますが、すべて入管管轄になったんです。特

別永住者以外は。先ほど堀川委員もおっしゃっていましたが、何か権利があ

るのではないかとヘイトスピーチをする方がいる。私たちに向かって特別な

権利を持っているんだと。そういくことで、在特会という方がいろいろと言

っているんです。私たちは何も権利はありません。全く外国人として、同じ

土俵の上に立っていますし、日本人から言えば、ハンデを持って生きており

ます。ただ、それを特権だとか言って、外国人に対する差別を増やしていく

ということもありまして、新しい在留管理制度の中で皆さんは横で住んでい

て楽しく過ごしましょうという考えではなく、横に居られる外国人の方が急

に居なくなった場合、何があったんだろうといった考えを持てるのが人権問

題なのではないかと私は思います。その中でいくと、今、外国人を取り巻く

環境は、法的な意味において、その風評、日本の中の風評においても厳しく

なってきているんです。その巷に蔓延する問題報道もあります。日本で言え

ば、北朝鮮がとか、中国がとか、そういった報道。そしてヘイトスピーチで

す。ヘイトスピーチというのは、何も在日韓国、朝鮮人だけに言っているの

ではないんです。すべての人に対して言っています。女性、同和、沖縄、原

発反対者、すべてにおいて言っているんです。それをあたかも外国人がけの

問題だということではないです。私たちは去年、津の市議会、県議会にヘイ

トスピーチをやめさせてくださいという意見書を国に出してくださいという

請願を出しました。それにおいて、津市議会においては６月で、三重県も６

月に採択していただきました。ありがとうございました。そういう意味では、

三重県議会に行って説明のときに、ほかの、たとえば戦争反対の団体だとか、

いろいろな皆さんに言われたのは、なぜ在日韓国人のあなたがこの法案を出

すんですかと、意見書を出してくるのと。これは外国人問題だけではないで

はないかと。これは、いわゆるヘイトスピーチをやっている日本人の日本の

問題であって、そのヘイトスピーチをされる対象は外国人だけではないとい

うことをはっきり言われて、そういう問題があたかも外国人問題だと見られ

ているところにも問題があるのではないかという思いがあります。そういう

意味も含めて皆さんの意識を外国人に対する意識も統一していただきたいと

いう思いの上で、外国人住民の減少の原因も皆さんで考えていただきたいし、

できればさらに、もう一歩踏み込んだ施策を新設いうか、考えていただきた

い。日本語の教室、交流活動だけではない、本当の意味での外国人住民に対

する新しい施策を皆さんで考えていっていただきたいと思いながら提言とさ



31 

 

 

 

 

岡本会長 

 

 

 

韓委員 

 

青木幸枝委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せていただきました。外国人に対する人権問題を再確認していただきたいと

思うのが私の考えです。 

 

 ありがとうございました。ここに対して、何かご質問あるいはご意見があ

ればご発言ください。 

 確かになぜ減っていったのか。津市の場合。 

 

 全国的にもそうです。 

 

 減っていったのは、津市全体を知っているわけではないのですが、減った

ときに千里ヶ丘小学校に勤務していたんです。就学年齢にある子どもがいる

家庭は、100％帰りたくないと言っていたんです。でも、帰らざるを得なく

帰っていった家庭もあるんですが、その次に入学してくる子どもが、激減し

ました。ですので、保育園の年齢の子どもたちがすごく減りました。生活苦

から。学齢期にある子は日本語教育を受けていますが、そこを大事にしたい

子どもたちとのつながりを大事にしたい。こちらで生活基盤ができています

し、そこを大事にされたことは大きく影響している気がします。 

それと、新しい在留管理制度をおっしゃっていただいたんですけれども、今

私がぶつかっている問題がまさにそれでして、津市のことではないんですが、

いろんな事情で、今、在留資格が得られない人がいるんです。でも、もとも

とはちゃんと法に則って日本に来た人なんですけれど、その人が病気になら

れたんです。お金もなくて治療も受けられなくて、際どい状況になって、助

けてほしいという声があって病院に連れていったんです。そうしたら、いつ

心不全を起こしても不思議ではない状況だったんです。その人が保険を得ら

れないので、なんとか発行してもらいたいんですけれども、その市町の担当

者に聞きました。以前の制度であったら、それぞれの市町で判断できたので、

この状況であれば出していましたよとおっしゃったんです。でも、今は一元

管理で、いろんなところに交渉しましたが、やはり正規に取得しない限りは

難しいということで、今、非常に苦労をしているところです。 

 

 入管の看板ですが、そこに書いてある文言は、あなたたちを守るものでは

ないんだと、はっきり書いてある。あなたたちは帰ってもらって結構ですと

書いてあるんです。これは写真を撮らないでくださいと。それを撮ってきた

人はいるんですが、考え方の根本が助けてあげようという考えではないんで

す。言ったら、一元化というのは、それまでは外国人登録課というのがあっ

たんです。各市町に。それがなくなったんです。住民課になっていますし、

そこで永住権を取れない方は一元で入管での管理となりますから、その方た

ちに対しては、万人に対してもそうですが、日本は。一切認めないと。それ

を経られて来た人もこの３年前に特例法があって、帰られる人に一人30万円

あげると。帰られて、その次、日本に戻るには３年かかると。再入国。３年

は戻って来れない。３年経って申請する。通らないんですよ。再入国はもう

通らない。だから、そのときに帰った人は日本に帰って来れないとか、そう

いう意味では、日本で生まれ育った子は、母語を知りません。日本語で育っ

ているんです。フィリピンの子でも、インドネシアの子でも同じなんです。

僕らは当然知りませんし、だから、そういう人たちが帰って行っても何もで

きないから、一生懸命しがみ付くんです。日本に。そういう方たちというの

を人権的に皆さんは見れるのか。うるさい、怖いという風評がじゃんじゃん

来る。そしてヘイトスピーチをやって、日本から出ていけ、帰れでしょ。こ

ういうことを平気で言われる。そういうことを許さないんだという姿勢をや
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はり皆さんとともに共有したいと思います。私が在日だからということで言

っているのではないんです。あまりにもひどいんじゃないんですかというこ

とを皆さんで共有しましょうということです。 

 

 決して外国人の問題ではないんです。一部の人の人権を大事にしないとい

うことは、日本人も大事にしていないということなんです。 

 

 津市議会が、人種差別を扇動するヘイトスピーチ対策について法整備を含

む強化策を求める請願書を採択してくれたわけです。もっと書いてください

と言ったんです。姿勢を見せていただいたんじゃないかと。議会でちゃんと

通ったと。でも、それはあまり大きくしたくはないといった意見もあるみた

いで。ある中学校の子たちは、この法案が通ればヘイトスピーチをする人た

ちは全部刑務所に入れてくれるんだという言い方をしてくれているんです。

でも、これは理念法なんです。理念法というのは処罰できないんです。注意

するだけなんです。子どもたちは、前の子ども人権条例と一緒です。子ども

たちは悪い人は処罰してくれるんだと信じていたんです。そういう法律を津

は国に訴えてくれたんだと思っていたんです。だけど実は、理念法でしたと

言ったら、子どもたちも泣き出したんです。そんなんでは許せないと。だか

ら子どもたちも当然ですけども、ヘイトスピーチ自体がおかしいものなんだ

と津市ははっきり議会で採択されたのだから、もっと大きく言ってほしいし、

その思いを市民全体で共有していただければ人権につながっていくのではな

いかと思います。 

 

そういう意味での今後の取組についての提言をいただいておると思いま

す。全部書くことはできませんけれども、骨子になるところは、きちんと記

していると思いますし、先ほども青木委員から具体的なお話がありましたが、

それぞれ外国人の人権に関わるような仕事をやっていただいています。見て

いただいたらいいように最初の取組の評価について、人権問題として取り組

むオリエンテーリングとその後のケアが万全であれば、あえて人権問題とし

て取り組む施策でなく、行政の当然の業務ではないのかと問いかけたり、あ

るいは、人権問題とは、人がその地域に幸福に、安全に安心して住んでいけ

るのではないかというものも考えなければいけないと書いてもらっていま

す。何分の１かもしれませんけれども韓委員の思いは表現されていると、特

に私はくみ取っておりますが、皆さんいかがでございますか。これだけ率直

に書いてもらってあれば、評価Ｃでありますが、評価は上にありますように、

５段階中３であると。そうすると評価はＣとなり、外国人の人権についてこ

れからの人権でもありますし、重要な問題であります。一応こういうふうに

評価、提言をしたと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。よろしい

ですか。 

それでは、その次に行きます。最後でございます。さまざまな人権課題・

その他の人権についてでございます。評価ランクＣ、ある程度進んだという

評価をいただいています。ご担当いただいたのは、川本委員、堀川委員です。

それでは川本委員からコメントをお願いします。 

 

 さまざまな人権課題とその他の人権が一緒になっておりますが、全体とし

て見ていきますと、評価ランクはＣと評価させていただきました。 

この中で、薬物等の乱用の防止ですが、これは問題になっていまして、本当

に徹底して啓発を絶え間なくやっていっていただきたいと思います。それか

ら、人権啓発推進事業では、さまざまな人権課題を取り上げておりますけれ
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ども、ＬＧＢＴの問題では、社会の認識が広まりつつあるように、教育の場

でも行っていかなければいけないし、まずは、教職員が理解していただくよ

うに研修の機会を持っていただきたいと思います。今後の取組については、

日々急激に変化する時代の流れの中で、人権に関わる施策として何が重要か

をタイムリーに実施することが必要かと思います。世界中で合法化されつつ

あるＬＧＢＴへの社会の認識は広まりつつありますが、差別や偏見を恐れ、

生きづらさを感じている当事者がいることも確かであります。基本的人権の

面から考えるべき段階にきていると思われます。それから、情報のことをし

っかりセキュリティー対策を重視して行っていただきたいと思います。ＬＧ

ＢＴについては、支援宣言といいますか、それを行っている自治体もありま

して、是非とも検討していただきたいと思います。 

 

 説明をいただきました。ここは、あらゆる人権課題ということで、残され

たところを取りまとめる形になっていますが、書いていただいたとおり、そ

れぞれの事業に対して評価をしてもらっています。そして、今後の取組につ

いても、コンパクトにまとめていただいたと感じられます。ここで、こうい

うことがほしいというような意見はありませんか。 

 

今後のところなんですが、まとめて書いていただいていますが、貧困対策

について個別に記載していただけないかと思うんです。これは26年度ですの

で、今年度から生活困窮者自立支援法が施行されまして、相談窓口ができた

んですけれども、その事業と名古屋のフードバンクが提携しまして、食糧支

援、緊急に支援が必要な人に食料支援するというようになったんですが、12

月末段階で、津市で106件と聞いています。それでは、今までその人たちは

どうしていたかということなんですが、その前の段階でのまとめになります

けれども、緊急な施策が必要であるということで一文入れていただけないか

と思います。 

 

貧困対策について一言入れてほしいということなんですが、どういうふう

に入るかというのは、堀川委員と相談し、意向を聞いて入れることにしまし

ょう。 

ほかにございませんか。随分時間を要してしまいましたが、とにかく人権

問題ですから、非常に難しい問題を扱っていますので、当然時間がかかると

いうことで、できるだけ議論をしていただけるよう努めてまいりました。 

さまざまな人権課題・その他の人権について、評価ランクはＣということ

で、ここに表記されているとおり評価・提言するということでよろしいでし

ょうか。 

もちろん、先ほどのご意見を入れるとして、全体を通じて、発言させてい

ただくことになります。いずれにいたしましても、お認めいただいたことに

いたしますが、よろしいですか。ありがとうございました。 

これで、施策の評価・提言について質疑をいただきました。時間を取りま

したけれども、最後までたどり着くことができました。皆さんの協力のたま

ものと思っております。 

進捗状況の評価についてというのは、今までのところをまとめる作業にな

りますが、総合的な評価・提言になります。事務局一読願います。 

 

 ３ページ、４ページになります。総合的な評価・提言になりますが、一読

させていただきたいと思います。 

基本施策、人権啓発の推進。人権啓発の取組は、地域に根付いた活動が継
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続して行われており評価できる。人権問題を一人ひとりが身近な問題、自分

の意識の問題として捉えていかなければ社会は変化しない。そのための啓発

事業でなければならない。情報化社会に合わせた新たな視点・工夫を加えた

事業の推進を望む。 

人権教育の推進。人権教育の重要性に触れ、人権教育・啓発を総合的かつ

計画的に実施していることは評価できる。継続して事業に取り組んでいくこ

とも必要であるが、常に成果と課題・問題点を検証し、次の取組にいかして

いただきたい。 

相談・支援体制の充実。複雑で多様化した相談・支援内容に対して、関係

機関と連携・協力を図り、適切な相談窓口を紹介する体制づくりなど、さま

ざまな工夫がなされており評価できるが、事業の取組状況を振り返り、課題・

問題点をしっかり捉え、次の取組に活かせるよう相談支援体制のさらなる充

実を望む。 

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進。ＵＤのまちづくりの推進に向

け、さまざまな事業が進められており評価できる。誰もが安全で安心して暮

らせるＵＤの生活圏の形成に向けたまちづくりの更なる取組を望む。 

市民活動の組織などとの連携の推進。市民活動の組織などとの連携には、

行政・学校・企業・住民・団体等によるネットワーク作りが必要不可欠であ

り、さまざまなメディアを利活用した情報提供の強化の取組に期待したい。 

分野別施策、同和問題。地域や団体等と協働し、さまざまな施策が継続し

て行われていることや、差別事象への適切な対応は評価できるが、同和問題

の根本的解決に向けた取組に期待したい。 

子どもの人権。相談事業においては、相談内容が緊急性の高いものや多様

化しており、各種相談員の資質向上が求められています。年々、子どもを取

巻く環境も多様化しており、目的に即して事業内容の見直しや工夫を行うな

ど、課題・問題点の整理や取組の成果を明確にして取り組んでもらいたい。 

女性の人権。女性の人権に関わる事業は多岐にわったっているが、それぞ

れの施策が堅実に実施されており評価したい。これまでの男女の性別役割分

担意識の払拭と男女共同参画意識の醸成を望む。 

障がい者の人権。事業の継続だけではなく、障がい者からの要望を聞き取

り、絶えず施策に反映させていかなければならない。災害時避難計画におい

ても、障がい者にとって実現可能な計画となるよう期待したい。社会への啓

発を望む。 

高齢者の人権。急速な少子高齢化によって、社会保障制度の見直しが図ら

れているが、今後とも高齢者が生きがいのある豊かな生活が送れるよう、高

齢者の立場に立った事業が推進されることを期待する。 

外国人の人権。近年、外国籍住民の法的環境は、目まぐるしく変化し複雑

になってきており、また、ヘイトスピーチも問題化しています。外国籍住民

が不安なく生活ができるような取組を期待したい。 

さまざまな人権課題・その他の人権。近年、危険ドラッグによる事件が社

会問題化しており、正しい知識の普及啓発をしっかり行っていただきたい。

また、性的マイノリティー、ＬＧＢＴなど、多様な人権についての啓発をお

願いしたい。 

人権が尊重される明るく住みよい社会の実現をめざして、行政を主体とし

て、それぞれ人権に関わる事業の取組がなされているが、社会においては、

未ださまざまな人権に関する問題が存在しており、その解決に向け積極的な

取組が行わなければならない。各事業の目的・成果や課題・問題点などを把

握し、さらなる事業の充実を図っていただきたい。以上でございます。 
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堀川委員 
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堀川委員 

 

 

岡本会長 

 

 

堀川委員 

 

岡本会長 

 

谷口委員 

 

岡本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本会長 

 

高鶴委員？ 

 

 

 

岡本会長 

 

大川人権課長 

 

高鶴委員？ 

 

 

ありがとうございました。施策ごとにまとめてあります。言い足りないと

ころもあるかと思いますけれども、後ろに、施策別の評価・提言を見ていた

だいて、そこに書いてあるところは、ここに書かれていると思っています。 

いかがでしょうか。 

 

 一つ、先ほどの話の関係で、子どもの人権ですが、津市としての条例が制

定されなかったことは残念であったというような一行を入れてはどうでしょ

うか。 

 

 条例化されなかったことを書くというのは、この後の27年度でいいのでは

ないかと思います。 

 

 言うべきところはここしかないでしょう。ここしかないというのが皆さん

のご意見だと思います。 

 

 ご意見ではないです。それは、結局、堀川委員のご意見で、書くのはここ

しかないとおっしゃいますが、来年書くことができるわけです。 

 

 できないでしょう。 

 

 条例ができなかったというのは26年度でわかっているのですか。 

 

 26年度に条例ができないという方向性が出されているんです。 

 

 それでは、それもご意見としていただいておいて、ここのところは全体を

まとめて、いただいたご意見で取り入れなければいけないところが出てきて

いますので、正副会長に訂正部分を、修正、あるいは訂正することをお任せ

いただくということにします。当然のこととして、それぞれの分野を担当い

ただいた検討委員の方々と相談して最終的な結論を出して、結局は内容も変

わってくるところもあると思いますけれども、出来上がったものを皆さんに

届けるということで、ここで正副会長にお任せいただくとありがたい。もち

ろん、事務局と相談して進めます。 

 一任いただけますか。 

 

（一任の声） 

 

 ありがとうございます。 

 

 すみません。３ページの基本施策の上のところに、自分の意識の問題とし

て捉えていかなければ社会は変化しないとしていますが、どう変化してほし

いのでしょうか。変化しないという表現がおかしいと思います。 

 

 今のところ、課長、聞き取っていただけましたか。 

 

 はい。 

 

 たとえば、人権社会が構築されないというような表現ならわかりますが、

社会が変化しないというのはどのように捉えたらいいのか。 
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大川人権課長 

 

岡本会長 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

岡本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川本委員 

 

岡本会長 

 

 

 

 

 

 

 

岡本会長 

 

大川人権課長 

 

 

岡本会長 

 

 

大川人権課長 

 

 

 

岡本会長 

 

 

 

堀川委員 

 

岡本会長 

表現が抽象的であるということですね。 

                                       

 それも意見として聞かせていただいて、そして、入れていくべきところは

入れていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 外国人の人権のところで、ヘイトスピーチが後ろで用語解説されています

が、先ほどの韓委員のお話ですと、特定の人種や民族に限らずさまざまなマ

イノリティーに対するヘイトスピーチがあるとのことでしたので、それを付

け加えていただけたらと思います。 

 

 外国人の人権のところですが、ご意見をいただいておいて、それも修正を

すべきかどうか、先ほど一任いただきましたので、判断をさせていただきた

いと思います。以上で、評価・提言については、議論をさせていただいて終

わることになります。 

 あと私が聞いておるのは、続けてやっておかなければならない仕事として、

評価検討委員の中で、川本委員が人権擁護委員の任期から途中で代わられる

ということになっているんですね。そうなると、堀川委員の相手方が必要に

なってくるので、川本委員のあとに来られる方がそこに入ってもらったらい

いのではないかということになりますが、いつ交代されるのですか。 

 

 人権擁護委員の任期は６月末です。 

 

 そうすると、そのあたりから評価の作業をしていただかなければいけませ

んので、各部局のほうへ質問をして、回答が返ってくる。７月、８月になっ

てくると、評価の検討をしていただくことになります。そこで、堀川委員の

お相手として、もう一人必要なんですけれども、川本委員の後任者、任期の

半分、１年間になりますけれども、２年間が委員の任期でありますから。そ

こを一人ということになりますが、いかがいたしましょうか。どうすればよ

ろしいですか。 

 

 何か事務局案はございますか。 

 

 どなたか立候補していただければと思いますが、なければ、私共のほうか

ら。 

 

 事務局案があれば、仕事が進みやすいようにやっていただければよいと思

います。 

 

 それでは、２年任期のところの残り１年をお任せするということもありま

して、誠に申し訳ないのですが、今まで評価検討委員会に何度となく足を運

んでいただいている浅生副会長にお引き受けいただければと思います。 

 

 そうなんです。副会長のほうが私と違って経験が長い。したがって、今の

事務局案というのは、結局加わっていただけたら、助かるということだと思

います。堀川委員いかがですか。 

 

 私のほうがご指示いただくほうなので。 

 

 一応、事務局案を採り上げまして、お諮りしたいと思いますが、浅生副会
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岡本会長 

 

 

 

 

金子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南人権担当理事 

 

 

金子委員 

 

南人権担当理事 

 

高鶴委員 

 

 

南人権担当理事 

 

 

 

岡本会長 

 

 

 

大川課長 

 

長は、非常に検討委員会にも出ていただいて、これまでずっと様子を見てき

ていただいてきていますし、堀川委員とお二人でやっていただければという

ようなことだと思います。皆さんいかがでしょうか。お諮りをしておきたい

と思います。 

 

 （賛成多数） 

 

 それでは、川本委員のあとを浅生副会長に評価、検討をお願いしたいと思

います。ありがとうございました。浅生副会長よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の議題２の平成28年度津市人権施策推進計画について、事

務局、説明をお願いします。 

 

 少しよろしいでしょうか。もう終わっている中で本当に申し訳ありません。 

先ほどの貧困対策について少しお話したいのですが、貧困対策のほうで貧困

者が助かったという話が新聞でも掲載されていたんですけれども、実は、津

市内でもフードバンクを取り入れる団体があるんです。貧困者がわからない

というか、お渡しする先がわからない。個人情報で、たどっていくと健康福

祉部へ連絡をとなります。先ほど貧困者が106名の方がみえるとお聞きした

のですが、私もその団体に少し関係しています。結局、誰に企業から回って

きた、期限が切れているわけではないけれど、缶がへこんだとか、シーズン

物で夏の物とか冬の物で販売ができないというもので、食べるには何にも問

題のない商品がいくつか回ってくるんです。それが実際本当に貧困者に回っ

ていくルートができると、その方々は助かると思っています。もちろん個人

情報でデータはもらえないし、知っている外国人の方に一部渡しているとい

うだけで、ルール化ができ、フードバンクと提携してうまく事業として成り

立つといいなと思っているんです。それを援護課のほうで話し合いをしてい

ただくことは難しいのでしょうか。別に援護課にこだわることはないのです

が。 

 

 そういう事業がうまく運ぶようにどうのようにすればいいのかとか、その

協力体制といったことですか。 

 

 はい。 

 

それであれば、一緒に援護課と話し合っていただけるようにいたします。 

 

各市町の社協もやっていますので、とりあえず社協との連携で進めていた

だいたらどうでしょうか。 

 

すみません。先ほど、高鶴委員からのお話もありましたので、フードバン

クのことで相談したい方がみえるということで健康福祉部にどこにいけばい

いのか尋ねたうえで回答させていただきます。 

 

そうですね。よろしくお願いします。 

それでは、議事の２番目であります。平成28年度津市人権施策推進計画に

ついてであります。特に変わったところを中心に説明をお願いします。 

 

お手元に、平成28年度と平成27年度の津市人権施策推進計画を用意させて

いただきました。これにつきましては、今まで検討させていただき、時間が
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大川課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本会長 

 

上嶋委員 
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大川課長 

 

 

 

 

 

岡本会長 

 

 

かかってしまいましたが、変わった点だけ少し説明させていただきます。 

平成28年度に追加した部分ですけれども、先ほども話がありましたように、

障がい者の人権で、障害者差別解消法の啓発を追加いたしました。 

また、平成27年度の計画にありました災害時要援護者避難計画作成研修会

ですが、ユニバーサルデザインのまちづくり、子どもの人権、女性の人権、

障がい者の人権、高齢者の人権、外国人の人権の６つの事務事業にありまし

たが、今回削除しました。平成28年度では、新たに、避難行動要支援者に対

する個別計画の作成促進を、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進、障

がい者の人権、高齢者の人権のところに追加いたしました。そのほか、避難

所標識等設置事業を外国人の人権に追加しております。 

避難行動要支援者に対する個別計画の作成促進つきましては、現行の津市

地域防災計画では、高齢者や乳幼児、外国人、障がい者等は、災害時には自

らが適切な行動を取りにくく被害を受けやすい条件にあることから、特に、

配慮を要する要配慮者と位置付けられています。 

 

 どこのところを説明いただいているのかわからないので、資料の何ページ

か言っていただけますか。 

 

 申し訳ございません。多岐にわたっていますので、それでは、ユニバーサ

ルデザインのまちづくりの推進、平成28年度計画の12ページをご覧ください。 

下から３つ目のところに、避難行動要支援者に対する個別計画の作成促進と

いうのがありますが、このユニバーサルデザインのまちづくりのほかにも高

齢者や障がい者のところにも同じ記述があります。 

 平成27年度までは、災害時要援護者避難計画作成研修会という記載が、子

どもや外国人など６つの施策のところにありましたが、今回の避難行動要支

援者に対する個別計画の作成促進は、ユニバーサルデザインと障がい者、高

齢者の３つの施策への記載となりました。 

これは、避難行動要支援者等を障がい者、高齢者のほか、介護度の高い方

を位置付けたことによるものです。その方々を限定していまして、東日本大

震災のときに逃げ遅れた方々ということから、障がい者や高齢者の個別計画

を立てることで施策に入れてあります。また、子どもや女性などについては、

要配慮者として位置付けています。 

 

 ありがとうございました。 

 

 要支援者の場合は条例ができたのですね。条例で要支援者が確定したので、

その方に焦点が当たったということですね。 

 

 新しいところは、今、説明があったところです。 

 

 これにつきましては、ご審議いただくのは今お見せしたところでございま

すので、内容等ご覧いただいて、３月28日、月曜日まで、約２週間ではござ

いますが、ご意見、ご提言等いただける場合は、人権課へメール、または、

ファクス等で提出をいただき、関係各課にそのご意見等を提示し、組み入れ

ていけるものは組み入れていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 そうですね。じっくり読んでいただいて、比較対照表もあります。それも

参考にしていただいて、たくさんの資料を用意していただいたので、どこか

ら読んでいいのかわからないぐらいですけれども、資料は十分にあるとおも
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南人権担当理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いますので、前のものと比べながら、問題点等があったら、ファクスやメー

ルなどで３月28日までに人権課に送っていただきたいと思います。必要に応

じて修正する場合は、計画を作ってもらう人権課で対応してもらうことにな

ります。 

 長時間にわたりどうもありがとうございました。今から、いろいろしなけ

ればいけないことがありますが、平成26年度の評価点検については十分検討

していただいたということで、これについては、今年度中に解決しなければ

いけないので、発言していただいた方のところへは、確認の連絡が入ると思

います。それから、検討委員のところへもお示しされると思いますので、そ

れを見て判断をしていただくと、こういうお願いをしておきたいと思います。

長時間にわたって、本当にありがとうございました。 

 進行のほうは事務局にお任せします。 

 

 会長、議事運営ありがとうございました。委員の皆様、長時間にわたり、

ありがとうございました。今、会長からお話がありましたように、本日、評

価していただいた平成26年度津市人権施策推進計画進捗状況評価書は本年度

中に完成させていただいて、最終的には、ホームページに掲載させていただ

きたいと思います。それと、平成28年度計画につきましては、３月28日まで

に、メール、ファクス、電話などで人権課にご意見等いただきたいと思いま

す。最後に人権担当理事からお礼を述べさせていただきます。 

 

委員の皆様、長時間にわたり、忌憚のないご意見、また、市の施策に対し

ましても率直なご意見をいただきました。真摯に受け止めて、担当部局にし

っかり伝えて、できる限り努めていきたいと思います。 

また、この４月からは、障害者差別解消法が施行されます。この法律は、

対象を行政機関や民間事業者としていますが、差別をなくしていくことは、

市民一人ひとりに求められることです。 

今後とも、市として明るく住みよい社会を築くため、人権尊重の取組を進

めさせていただきますので、皆様方には、ご理解、ご協力のほど引き続きよ

ろしくお願いいたします。本日は、長時間どうもありがとうございました。 

 

 

 


